
受
命

の

童
日

ー
ー
漢
受
命
伝
説
の
形
成
一

保

科

季

子

書（保科）

【
要
約
】
　
本
論
文
は
、
儒
教
が
漢
の
皇
帝
権
威
を
正
統
化
し
た
理
論
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
帝
王
受
命
伝
説
の
ひ
な
形
と
し
て
、

周
の
受
命
伝
説
が
漢
学
の
識
緯
思
想
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
か
を
見
て
い
く
。
『
尚
書
扇
「
今
文
受
電
」
で
は
、
周
武
王
の
受
命
の
符
は
王
の
舟

に
飛
び
込
ん
だ
白
魚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
伝
説
は
緯
書
『
尚
書
申
候
㎏
に
取
り
込
ま
れ
る
と
、
た
だ
の
白
魚
か
ら
、
受
命
を
意
味
す
る
文
字
（
河

図
）
が
記
さ
れ
た
白
魚
へ
と
変
化
し
た
。
ま
た
文
旦
の
受
命
の
符
と
し
て
赤
雀
が
習
え
て
き
た
悪
書
は
、
す
な
わ
ち
洛
書
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
後
漢

初
期
の
王
充
『
論
衡
』
が
、
河
図
・
洛
書
が
人
が
読
み
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
時
代
に
は
、
天
命
は
河
図
・
洛
書
と
し
て
、

書
物
の
形
で
「
文
字
に
書
か
れ
て
扁
下
さ
れ
る
、
と
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
葬
纂
奪
や
光
武
帝
の
後
漢
再
興
の
際
に
も
、
こ
の
思
想
は

援
用
さ
れ
、
符
命
・
図
識
と
呼
ば
れ
る
「
受
命
の
書
」
が
盛
ん
に
偽
造
さ
れ
た
。
と
く
に
、
後
漢
光
武
帝
の
「
図
心
」
は
、
天
の
書
で
あ
る
「
図
」
と
、

孔
子
が
制
作
し
た
「
識
」
に
分
類
さ
れ
、
光
武
帝
は
「
図
」
（
つ
ま
り
河
図
・
洛
書
）
に
基
づ
く
自
身
の
受
命
は
、
経
書
や
同
じ
く
孔
子
の
手
に
な
る

「
識
」
に
よ
っ
て
経
学
的
な
裏
付
け
を
持
つ
と
主
張
し
た
。
後
漢
時
代
に
は
、
天
は
孔
子
に
対
し
て
漢
高
祖
の
受
命
を
記
し
た
書
を
下
し
た
、
と
の
伝
説

も
形
成
さ
れ
た
。
孔
子
を
漢
受
命
の
仲
介
者
と
す
る
こ
と
で
、
漢
の
受
命
は
儒
教
に
基
づ
く
正
統
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
八
巻
五
号
　
二
〇
〇
五
年
九
月

の命受

　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

王
都
政
権
崩
壊
後
の
混
乱
し
た
状
況
の
中
、
光
武
帝
は
旧
友
の
彊
華
が
『
意
図
器
皿
符
』
を
献
上
し
た
の
を
機
に
、
つ
い
に
皇
帝
即
位
を
決
　
7
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意
し
た
。
西
暦
紀
元
二
五
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
光
武
先
に
長
安
に
在
り
し
時
の
同
舎
生
血
華
、
語
中
よ
り
『
赤
墨
符
』
を
奉
り
て
臼
く
、
「
劉
秀
兵
を
発
し
て
不
道
を
捕
ら
え
、
四
夷
雲
の
ご
と
く
集
い
、

　
　
龍
は
野
に
闘
う
。
四
七
の
際
、
火
　
主
と
為
る
」
と
。
群
臣
因
り
て
復
た
奏
し
て
曰
く
、
「
受
命
の
符
、
人
穴
を
大
と
為
す
。
万
里
信
を
合
し
、
議
せ
ず

　
　
し
て
情
を
同
じ
く
す
。
周
の
白
魚
、
掲
ぞ
比
す
に
足
ら
ん
や
。
今
、
上
に
天
子
無
く
、
海
内
清
乱
し
、
符
瑞
の
応
、
昭
然
と
し
て
著
聞
す
。
宜
し
く
天
神

　
　
に
答
え
、
以
て
郡
望
を
塞
ぐ
べ
し
」
と
。
光
武
是
に
於
い
て
有
司
に
命
じ
て
壇
場
を
郁
南
の
千
秋
亭
五
成
階
に
設
け
し
む
。
六
月
己
未
、
皇
帝
位
に
即
く
。

　
　
　
（
『
後
漢
書
隔
本
紀
一
上
光
武
帝
紀
上
）

　
こ
こ
で
群
臣
が
言
う
「
周
の
白
魚
」
と
は
、
李
賢
注
が
『
尚
書
中
置
』
（
以
下
『
中
藍
と
略
称
）
を
引
く
よ
う
に
、
識
緯
思
想
と
結
び
つ
い

た
周
武
王
の
受
命
伝
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
光
武
帝
の
後
漢
王
朝
再
興
が
、
当
時
流
行
の
予
言
書
「
図
識
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
神
秘
的
な
予
言
書
は
、
何
ら
か
の
意
図
を
持
つ
℃
偽
造
さ
れ
、
王
孫
築
奪
や
後
漢
再
興
に
迎
合
せ
ん
と
し
て
利
用
さ
れ
た
一
種
の
迷

信
と
し
て
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
薬
事
が
漢
代
社
会
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
重
視
し
、
識
緯
や
儒
教
の
神
秘
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

傾
向
を
「
儒
教
の
漢
代
的
あ
り
か
た
」
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
、
漢
代
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
る
動
き
が
、
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
筆
者
は
か
つ
て
、
恥
部
は
経
学
に
自
然
科
学
的
な
新
知
見
を
取
り
込
む
役
割
を
担
い
、
前
漢
宋
か
ら
後
漢
時
代
の
知
的
体
系
の
中
で
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

合
理
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
漢
代
思
想
に
お
け
る
識
緯
の
重
要
性
を
認
め
、
そ
の
上
で
、
王
葬
や
光
武
帝
ら
の
政
治
工
作
を
可

能
な
ら
し
め
た
当
時
の
思
想
的
文
脈
や
、
背
景
に
あ
る
人
々
の
心
性
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
板
野
長
入
信
は
、
「
孔
子
教
は
、
光
武
帝
が
経
と
し
て
の
図
識
、
孔
子
の
作
れ
る
学
識
に
よ
っ
て
、
命
の
己
に
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
兵
を

挙
げ
天
下
を
平
ら
げ
、
図
識
に
依
拠
し
て
皇
帝
と
な
り
、
図
識
に
基
づ
い
て
制
度
を
定
め
政
治
を
行
い
封
禅
を
挙
行
し
、
残
虐
を
非
経
な
り
と

す
る
者
を
非
望
無
法
の
も
の
と
し
て
こ
れ
を
抑
圧
し
、
か
つ
図
星
を
天
下
に
宣
布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
国
教
と
な
っ
た
。
」
と
述
べ
、
建
武
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

元
元
（
〉
」
〉
◎
①
）
年
の
光
武
帝
の
「
図
識
」
宣
布
を
も
っ
て
「
儒
教
国
教
化
」
の
成
立
と
考
え
た
。
確
か
に
、
日
原
利
国
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
、
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受命の書（保科）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

漢
王
朝
の
正
統
性
が
、
神
秘
主
義
に
傾
斜
し
た
儒
教
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
儒
教
が
如
何
に
し
て
漢
王
朝
の

正
統
化
に
成
功
し
た
の
か
、
そ
の
理
論
構
造
に
つ
い
て
板
野
氏
の
説
明
は
充
分
で
は
な
く
、
特
に
そ
の
「
図
識
」
に
対
す
る
氏
の
理
解
に
は
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

大
な
見
落
と
し
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
天
か
ら
劉
氏
へ
の
政
権
委
任
と
い
う
皇
帝
権
威
の
根
源
に
あ
る
神
秘
性
が
、
驚
異
を
取
り
込
ん
だ
儒
教
に
よ
っ
て
合
理
化

さ
れ
る
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
漢
の
皇
帝
権
威
が
儒
教
に
基
づ
く
正
統
性
を
獲
得
し
た
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
尺
玉
に
「
受
命
の
符
」
と
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
「
周
の
白
魚
」
か
ら
説
き
起
こ
し
、
周
の
受
命
伝
説
の
形
成
と
、

そ
の
中
に
お
け
る
天
命
の
書
と
し
て
の
河
図
・
洛
書
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
、
河
図
・
洛
書
に
基
づ
く
帝
王
受
命
伝
説
を
土
台

に
、
漢
の
受
命
が
儒
教
に
よ
っ
て
経
学
的
な
裏
付
け
を
獲
得
す
る
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
　
平
秀
道
「
後
三
光
聖
帝
と
図
識
」
（
噸
龍
谷
大
学
論
集
臨
第
三
七
九
号
、
一
九
六

　
五
）
、
安
居
香
山
「
図
識
の
形
成
と
そ
の
国
用
」
（
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
著
槻
緯

　
香
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
）
、
板
野
長
八
『
儒
教
成
立
史
の

　
研
究
勧
（
岩
波
轡
店
、
一
九
九
五
）
。

②
安
居
香
山
㎎
緯
書
と
中
国
の
神
秘
思
想
』
（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
八
）
は

　
「
緯
書
は
、
「
迷
信
へ
の
堕
落
」
と
し
て
の
産
物
で
は
な
く
、
儒
教
の
経
典
が
神

　
秘
的
に
解
釈
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
そ
れ
は
別
の
表
現
を

　
以
て
す
れ
ば
、
儒
教
の
紅
舌
的
在
り
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
扁
（
一
二
頁
）
と
述

　
べ
る
。
近
年
に
お
け
る
軍
国
で
の
緯
書
研
究
の
活
況
は
、
識
緯
思
想
の
再
評
価
へ

　
の
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
拙
稿
「
二
代
に
お
け
る
「
道
術
」
の
展
開
－
経
学
・
識
緯
・
術
数
一
扁

　
（
『
史
林
睡
八
三
！
五
、
二
〇
〇
〇
）
。

④
板
野
長
八
前
掲
轡
＝
　
二
九
頁
。
な
お
、
板
野
氏
の
門
儒
教
国
教
化
」
論
に
は
多

　
く
の
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
図
識
」
は
後
漢
時
代
に
特
有
の
儒
教
の
変
則

　
で
あ
っ
て
普
逓
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
、
も
し
く
は
、
後
漢
時
代
を
通
し
て
常

　
に
門
図
識
」
を
批
判
す
る
人
々
が
存
在
し
た
等
々
で
あ
る
。
関
口
順
「
「
儒
教
国

　
教
化
」
論
へ
の
異
議
」
（
『
中
国
哲
学
㎞
第
二
九
号
、
二
〇
〇
〇
）
、
福
井
重
雅

　
『
無
代
儒
教
の
史
的
研
究
臨
（
汲
古
害
院
、
二
〇
〇
五
）
「
儒
教
の
官
学
化
を
め
ぐ

　
る
問
題
点
」
参
照
。

⑤
日
原
利
国
『
漢
代
思
想
史
の
研
究
㎞
（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
）
「
三
㎎
白
虎

　
通
義
』
研
究
緒
論
1
と
く
に
礼
制
を
中
心
と
し
て
一
」
お
よ
び
「
四
　
白
虎

　
観
論
議
の
思
想
史
的
位
遣
づ
け
」
。

⑥
「
図
識
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
板
野
氏
は
そ
れ
が
孔
子
の
手
に
な
る
も
の
で
あ

　
り
、
経
も
し
く
は
経
に
準
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
が
、
王
葬
期
に
頻
出
し
た
「
符

　
命
」
と
異
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
（
前
掲
書
三
八
四
頁
）
。
雲
華
の
名
称
の
問
題

　
に
関
し
て
は
簾
二
章
で
詳
述
す
る
。
な
お
、
一
般
に
は
「
識
扁
が
神
秘
的
な
予
言

　
書
、
「
緯
」
は
経
を
補
い
解
説
す
る
も
の
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
に

　
お
い
て
は
、
「
識
」
と
「
緯
」
は
互
用
さ
れ
て
い
る
。
狩
野
直
喜
『
両
漢
学
術
考
』

　
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
）
「
十
四
　
後
漢
の
経
学
と
識
緯
」
、
練
彙
「
識
緯
命
名

　
及
其
相
関
之
諸
問
題
」
（
糊
古
識
緯
研
討
及
其
事
録
解
題
隔
国
立
編
章
館
、
一
九
九
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一
）
参
照
。
故
に
本
稿
で
は
「
識
緯
」
と
併
称
す
る
。

第
一
章
　
周
受
命
伝
説
の
識
緯
思
想
的
展
開

80　（702）

（一

j
　
白
　
魚
　
入
　
舟

　
「
三
代
の
受
命
、
其
の
符
は
安
く
に
在
る
か
」
（
『
漢
書
』
巻
五
六
董
仲
書
伝
）
。
古
代
の
夏
・
段
・
周
の
受
命
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
符
瑞

が
下
っ
た
の
か
。
武
帝
の
問
い
か
け
に
対
し
、
董
仲
斜
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。

　
　
臣
聞
く
な
ら
く
、
天
の
大
い
に
奉
じ
て
之
を
し
て
王
た
ら
し
め
ん
と
す
る
所
の
者
は
、
必
ず
人
力
の
能
く
致
す
所
に
非
ず
し
て
自
ら
至
る
者
有
り
、
此
れ

　
　
受
命
の
符
な
り
。
天
下
の
人
心
を
同
じ
う
し
て
之
に
帰
す
る
こ
と
、
父
母
に
帰
す
る
が
若
し
、
故
に
天
瑞
誠
に
応
じ
て
至
る
。
『
書
睦
に
曰
く
、
「
自
魚

　
　
王
舟
に
入
り
、
火
の
王
屋
に
復
し
、
流
れ
て
烏
と
為
る
有
り
」
と
、
此
れ
蓋
し
受
命
の
符
な
り
。
（
魍
漢
書
』
巻
五
六
董
藩
学
伝
）

　
「
白
魚
」
は
対
と
な
っ
て
語
ら
れ
る
「
赤
鳥
」
の
伝
説
と
と
も
に
、
周
受
命
の
符
瑞
と
し
て
前
漢
半
ば
以
降
、
頻
繁
に
語
ら
れ
て
い
く
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
伝
説
は
、
武
王
伐
紺
の
故
事
を
叙
述
し
た
『
尚
書
』
太
誓
篇
に
由
来
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
今
、
概
算
家
の
復
原
に
拠
っ
て
、
「
今
文
太
誓
」
（
東
晋
時
代
に
出
現
し
た
「
偽
古
文
泰
誓
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、
通
常
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
）
の

白
魚
、
お
よ
び
赤
鳥
の
瑞
の
部
分
を
こ
こ
に
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
十
一
年
、
惟
に
太
子
発
　
畢
に
上
祭
し
、
下
り
て
孟
津
の
上
に
至
る
。
…
…
太
子
発
　
舟
に
升
り
、
中
流
、
白
魚
　
王
舟
に
入
り
、
王
　
脆
き
て
取
り
、

　
　
淡
に
出
で
て
以
て
之
を
瞭
す
。
（
『
毛
詩
』
思
文
正
義
引
「
太
誓
」
）

　
　
五
日
に
至
り
、
火
の
上
よ
り
し
て
下
に
復
し
、
王
屋
に
至
り
、
之
を
流
し
て
鵬
と
為
り
、
其
の
色
は
赤
、
其
の
声
は
晩
、
五
た
び
至
り
て
穀
を
以
て
倶
に

　
　
来
た
る
。
（
『
毛
詩
』
思
文
正
義
引
「
太
誓
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
早
く
も
後
漢
時
代
、
馬
装
や
趙
岐
は
「
今
文
太
誓
」
は
本
来
の
「
古
太
誓
」
と
は
異
な
る
と
の
疑
問
を
提
示
し
た
が
、
「
今
文
太
誓
」
は
前
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漢
後
半
期
に
河
内
の
女
子
に
よ
っ
て
発
見
・
献
上
さ
れ
た
と
い
う
出
自
の
怪
し
さ
と
、
そ
の
強
烈
な
神
秘
的
色
彩
の
ゆ
え
に
、
前
漢
中
期
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
期
の
偽
造
に
か
か
る
と
疑
う
研
究
者
は
現
在
で
も
多
い
。
た
だ
、
「
今
文
太
誓
」
が
『
今
文
尚
書
』
に
編
入
せ
ら
れ
て
正
統
テ
キ
ス
ト
と
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

認
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
「
今
文
太
誓
」
の
登
場
と
公
認
に
よ
っ
て
、
白
魚
の
出
現
が
周
の
「
受
命
の
符
」
で
あ
る
こ
と
は
、
経
書
の

裏
付
け
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
さ
て
、
こ
の
「
今
文
太
誓
し
は
、
や
が
て
緯
書
『
中
候
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
太
子
発
　
紺
存
し
、
三
仁
附
す
る
を
以
て
、
父
位
に
即
く
も
王
を
称
さ
ず
。

　
　
孟
津
を
渡
り
、
中
流
、
召
命
を
受
け
て
天
謀
を
待
つ
。
白
魚
　
躍
り
で
王
寺
に
入
り
、
王
　
博
き
て
取
る
。
魚
長
三
尺
、
赤
文
に
し
て
字
有
り
、
目
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
に
題
し
て
授
右
と
名
、
つ
く
。
曰
く
、
門
暴
発
昌
に
遵
え
」
と
。
王
維
に
退
き
て
写
成
す
る
に
同
字
を
以
て
せ
ば
、
魚
文
消
ゆ
。
（
嘲
芸
文
類
聚
嚇
巻
～

　
　
○
、
隅
太
平
御
覧
』
巻
八
四
、
『
開
光
直
面
』
巻
一
二
〇
、
『
毛
詩
』
思
文
正
義
他
引
一
山
書
中
候
』
合
符
后
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
今
文
太
誓
」
で
は
た
だ
の
白
い
魚
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
『
中
候
』
に
至
っ
て
白
魚
の
大
き
さ
が
三
尺
、
赤
い
文
字
が
記
さ
れ
て
い

へた
、
と
さ
れ
る
。
魚
文
の
内
容
は
、
墨
書
が
注
し
て
「
天
　
告
ぐ
る
に
伐
紺
の
意
を
以
て
す
」
（
刷
毛
詩
曝
戯
文
正
義
引
『
申
候
』
鄭
玄
注
）
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

べ
る
よ
う
、
天
に
よ
る
地
無
革
命
の
承
認
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
中
島
』
は
言
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
注
意
を
要
す
る
。
し

か
し
、
『
論
衡
』
も
周
受
命
に
際
し
て
の
白
魚
の
文
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
た
だ
の
白
魚
か
ら
魚
文
へ
の
伝
説
の
発
展
は
、
後
漢
初
期
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

完
成
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　
と
く
に
郷
玄
は
、
此
中
候
』
と
「
今
文
太
誓
」
を
互
い
に
関
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
鄭
玄
の
「
今
文
太
誓
」
注
は
、

　
　
白
魚
の
舟
に
入
る
は
、
天
の
瑞
な
り
。
…
…
白
魚
の
瑞
を
得
て
、
即
ち
変
じ
て
王
を
称
す
る
は
、
天
命
に
応
じ
て
号
を
定
む
れ
ば
な
り
。
（
『
毛
詩
漸
思
文

　
　
正
義
引
鄭
玄
「
太
誓
注
」
）

と
解
説
す
る
が
、
は
じ
め
「
太
子
発
」
を
名
乗
っ
た
武
並
が
、
白
魚
の
瑞
を
得
て
「
王
」
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
文
王
　
武
王
を
戒
め
て
曰
く
、
「
我
の
称
す
る
は
早
き
に
非
ず
。
民
を
一
に
し
て
下
を
固
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
我
が
度
を
修
め
、
徳
業
に
遵
え
。
我
終
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う
る
の
後
、
恒
に
大
子
と
称
し
、
河
・
潜
窟
た
告
ぐ
れ
ば
、
朕
に
遵
い
て
王
を
称
せ
」
と
。
（
『
毛
詩
』
文
王
序
正
義
、
『
礼
記
』
大
伝
正
義
、
『
太
平
御

　
　
　
覧
』
巻
一
四
六
引
『
尚
書
中
候
』
我
応
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
『
中
候
』
に
見
え
る
文
王
の
遺
命
に
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
中
心
嚇
で
文
王
が
言
う
「
河
・
雛

復
た
告
ぐ
れ
ば
」
と
い
う
称
王
の
条
件
が
、
「
白
魚
の
瑞
」
と
な
っ
て
満
た
さ
れ
た
た
め
に
、
太
子
発
は
王
を
称
し
得
る
。

　
　
　
河
　
図
を
出
し
、
洛
　
書
を
出
す
、
聖
人
　
之
に
則
る
。
（
『
易
』
繋
辞
上
伝
）

と
の
有
名
な
雷
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
「
河
・
洛
」
と
は
河
水
・
洛
水
が
出
す
「
河
図
」
「
洛
書
」
を
指
す
。
つ
ま
り
、
法
王
が
善
管
（
河
水
の

渡
し
場
）
で
得
た
「
白
魚
の
瑞
」
と
は
、
河
水
が
出
だ
し
た
「
河
図
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
さ
ら
に
醤
え
ば
、
武
器
が
「
黒
字
」
を
使
っ
て
書
き

．
写
す
と
、
魚
文
は
消
え
て
し
ま
っ
た
と
の
記
述
は
、
魚
文
は
そ
の
時
代
通
行
の
文
字
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
）
『
中
学
』
に
お
い
て
、
天
が
五
畜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
下
し
た
「
河
図
」
は
、
白
い
魚
に
伐
討
の
意
を
文
字
で
記
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
今
文
太
誓
」
の
中
で
白
魚
の
瑞
と
対
と
な
っ
て
語
ら
れ
る
、
も
う
一
つ
の
赤
鳥
の
瑞
に
つ
い
て
、
『
中
候
』
は
、
山
王
が
白
魚
を
幡
い
て

天
を
祭
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
天
よ
り
の
報
応
と
す
る
。

　
　
　
王
黒
き
て
以
て
天
に
告
ぐ
れ
ば
、
火
の
上
よ
り
並
屋
を
復
い
、
流
れ
て
烏
と
為
り
、
そ
の
色
は
赤
、
其
の
声
は
醜
。
五
た
び
至
る
に
穀
を
以
て
倶
に
来
た

　
　
　
る
。

　
　
　
赤
鳥
　
文
を
成
す
は
、
雀
書
の
福
な
り
。

　
　
　
穀
は
以
て
后
穫
の
徳
を
記
す
な
り
。
（
『
芸
文
類
聚
臨
巻
九
九
、
『
開
元
占
経
』
巻
～
二
〇
、
『
太
平
御
覧
騙
巻
八
四
引
『
尚
書
中
富
』
合
符
后
）

　
赤
鳥
そ
れ
自
体
に
は
文
字
や
書
物
と
関
わ
る
部
分
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
た
だ
「
赤
烏
成
文
、
雀
書
之
福
」
と
い
い
、
そ
の
鄭
注

は
、

　
　
　
文
王
　
御
忍
の
宛
書
を
得
、
今
、
武
前
　
赤
鳥
を
致
す
は
、
倶
に
周
の
赤
を
尚
ぶ
に
応
ず
、
故
に
文
を
成
す
と
言
う
な
り
。
（
『
太
平
御
覧
騙
巻
八
四
引

　
　
　
　
『
尚
書
中
候
臨
合
符
盾
注
）
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と
、
赤
鳥
の
瑞
を
以
て
文
七
の
赤
雀
丹
書
の
瑞
祥
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
『
中
候
』
は
武
王
の
白
魚
・
赤
烏
の
瑞
と
全
土
の
赤
雀
丹
書
の
瑞
と

を
関
連
づ
け
、
複
合
的
な
周
受
命
伝
説
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
も
文
王
称
王
の
契
機
と
さ
れ
る
赤
雀
尊
書
の
瑞
に
目
を
転
じ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
赤
雀
丹
書

　
武
王
の
赤
鳥
と
三
王
の
赤
雀
丹
書
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
が
、
当
今
の
瑞
は
『
墨
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
見
え
る
。
か
つ
、
そ
の
当

初
の
形
は
文
王
も
ま
た
「
赤
烏
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
赤
鳥
（
烏
？
）
珪
を
街
み
、
周
の
岐
社
に
降
る
。
曰
く
、
「
天
　
周
文
王
に
命
じ
、
般
を
伐
ち
て
国
を
有
た
し
む
」
と
。
母
堂
来
賓
し
、
河
　
緑
圓
を
出

　
　
し
、
地
は
乗
黄
を
出
す
。
（
『
墨
子
臨
非
攻
下
）

　
　
及
び
文
王
の
時
、
天
先
に
火
を
見
わ
し
、
赤
烏
　
丹
書
を
街
み
て
周
社
に
集
う
。
文
墨
曰
く
、
火
気
勝
て
り
と
。
火
気
勝
つ
、
故
に
其
の
色
は
赤
を
尚
び
、

　
　
其
の
事
は
火
に
則
る
。
（
『
呂
氏
春
秋
』
応
同
）

　
文
王
の
場
合
、
最
初
か
ら
文
字
化
さ
れ
た
「
書
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
た
だ
の
穀
物
を
街
え
て
き
た
君
王
の
赤
鳥
と
は
異
な
る
。
こ
の
伝
説
は

識
緯
の
中
で
は
、
「
赤
烏
」
か
ら
「
赤
雀
」
へ
と
姿
を
変
え
る
も
の
の
、
常
に
「
書
」
を
持
っ
て
く
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
　
周
文
王
　
西
伯
と
為
り
、
季
秋
の
月
甲
子
、
赤
旗
　
丹
書
を
畳
み
て
豊
に
入
り
、
晶
の
戸
に
止
ま
る
。
王
　
再
拝
稽
首
し
て
受
く
。
最
に
日
く
、
「
姫
晶

　
　
は
蒼
帝
の
子
、
股
を
亡
す
者
は
紺
な
り
」
と
。
（
『
毛
二
一
急
激
正
義
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
四
等
引
欄
尚
書
中
候
』
我
応
）

　
　
其
れ
天
命
ず
る
に
黒
を
以
て
す
、
故
に
夏
に
玄
珪
有
り
。
天
命
ず
る
に
赤
を
以
て
す
、
故
に
周
に
赤
雀
　
書
を
街
む
こ
と
有
り
。
天
命
ず
る
に
白
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
す
、
故
に
段
に
白
狼
　
鉤
を
街
む
こ
と
有
り
。
（
『
礼
記
』
檀
弓
正
義
引
『
礼
稽
命
黒
血
）

『
論
衡
』
は
、

　
　
文
王
　
赤
雀
を
得
、
武
王
　
白
魚
・
赤
烏
を
得
。
儒
者
　
之
を
論
じ
て
以
寒
く
、
雀
は
則
ち
文
王
の
受
命
、
魚
・
鳥
は
則
ち
孫
王
の
受
命
な
り
と
。
文
武

　
　
命
を
天
よ
り
受
け
、
天
　
雀
と
魚
・
烏
と
を
用
っ
て
命
じ
て
之
を
授
け
し
む
る
な
り
。
天
　
赤
雀
を
用
っ
て
文
理
に
命
ず
る
も
、
聖
王
　
受
け
ず
、
天
復
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た
魚
・
鳥
を
用
っ
て
武
王
に
命
ず
る
な
り
。
（
初
稟
篇
）

と
、
赤
雀
を
文
王
に
、
赤
烏
を
武
王
に
限
定
す
る
。
つ
ま
り
、
『
墨
子
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
文
王
の
も
と
に
至
る
の
は
赤
烏
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
赤
雀
に
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
文
王
と
武
王
の
二
つ
の
伝
説
が
整
合
的
に
再
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
中
綬
』
は
武
王
の
白
魚
を
「
三
図
」
と
見
な
し
た
が
、
一
方
、
文
王
の
「
愛
書
」
は
、
「
識
緯
注
説
皆
な
嘉
祥
洛
書

を
受
く
と
言
う
」
（
『
毛
書
撫
文
王
正
義
）
と
、
「
洛
書
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
早
く
は
『
潅
南
子
』
叔
真
訓
に
「
洛
　
留
書
を
出
し
、
河
　
緑
圖

を
出
す
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、

　
　
西
伯
既
に
丹
書
を
得
、
是
に
轟
い
て
王
と
称
し
、
正
朔
を
改
め
、
崇
侯
虎
を
諌
す
。
（
『
毛
詩
』
文
王
正
義
引
『
春
秋
岩
壁
包
』
）

　
　
今
天
元
に
入
る
こ
と
二
百
七
十
五
萬
九
千
二
百
八
十
歳
、
昌
　
西
伯
を
以
て
命
を
受
く
。
（
注
　
洛
書
の
命
を
受
け
、
天
子
と
為
る
な
り
。
）
（
『
易
乾
墾

　
　
度
駈
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
ど
、
文
呼
称
王
の
契
機
と
な
る
最
も
重
要
な
瑞
祥
で
あ
る
「
丹
書
」
は
、
す
な
わ
ち
「
洛
書
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
『
毛
詩
』
文

王
正
義
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
丹
書
の
命
に
云
う
、
雛
金
鈴
を
授
く
。
師
の
名
は
呂
、
と
。

と
も
あ
り
、
洛
書
が
授
け
た
「
著
書
」
は
王
者
の
師
と
し
て
の
太
公
望
呂
尚
の
出
現
を
予
言
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
と
も
言
う
。
『
尚
書
官

命
験
』
に
は
、

　
　
季
秋
の
月
甲
子
、
赤
雀
の
言
書
を
並
み
て
鄭
に
入
り
、
昌
の
戸
に
止
ま
る
こ
と
有
り
。
拝
稽
首
し
、
旙
難
の
水
に
至
る
。
呂
尚
　
涯
に
釣
り
し
、
王
　
下

　
　
り
て
趣
り
拝
し
て
曰
く
、
公
を
望
む
こ
と
七
年
、
乃
ち
今
光
景
を
斯
に
見
ゆ
と
。
答
え
て
曰
く
、
望
　
釣
り
し
て
玉
礒
を
得
た
り
。
刻
に
曰
く
、
「
姫

　
　
命
を
受
け
、
呂
　
旛
を
避
く
」
と
。
遂
に
建
白
に
置
き
、
王
　
躬
ら
下
露
し
、
号
し
て
師
尚
父
と
日
う
。
（
『
太
平
御
覧
臨
巻
八
三
引
『
尚
書
衝
重
験
』
）

と
、
文
王
の
赤
雀
追
書
の
瑞
に
続
け
て
、
呂
尚
と
文
王
が
出
会
い
、
呂
尚
が
玉
瑛
を
献
上
す
る
話
が
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
文
王
が
「
公
を
望

む
こ
と
七
年
目
と
言
う
の
は
、
帝
王
の
補
佐
と
し
て
の
呂
尚
の
出
現
が
、
す
で
に
赤
雀
の
丹
書
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
文
王
に
告
げ
ら
れ
て
い
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た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
呂
尚
が
釣
り
し
て
得
た
玉
瑛
に
は
、
周
（
1
1
姫
姓
）
の
受
命
と
呂
尚
の
補
佐
を
述
べ
た
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
呂
尚
は
天
帝
か
ら
文
王
に
賜
っ
た
帝
王
の
師
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
周
受
命
の
仲
介
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
識
緯
に
現
れ
る
周
受
命
伝
説
で
は
、
天
命
が
文
字
に
書
か
れ
、
丹
書
や
、
白
魚
や
玉
瑛
の
書
と
し
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
天
命
の
書
は
い
ず
れ
も
河
図
・
洛
書
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
河
図
・
洛
書
は
皆
な
天
神
の
醤
語
、
王
者
に
教
濁
す
る
所
以
の
者
な
り
。
（
魍
為
重
』
文
王
正
義
車
載
蒼
黒
六
芸
論
臨
）

　
鄭
玄
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
河
図
・
洛
書
は
天
の
言
葉
、
天
の
命
令
で
あ
り
、
「
王
者
受
命
の
徴
験
」
（
腕
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
下
）
と
し
て

下
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
中
候
』
を
生
け
ば
、
そ
れ
ら
歴
代
聖
王
の
受
命
の
徴
験
は
、
や
は
り
文
字
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
出
現
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
　
河
　
皇
図
を
出
だ
し
、
洛
　
断
書
を
出
だ
す
。
曰
く
威
。
赤
門
に
し
て
字
を
下
り
、
以
て
軒
韓
に
授
く
。
（
隅
太
平
御
覧
一
巻
七
九
引
『
尚
書
申
無
声
）

　
　
発
　
壁
を
洛
に
沈
め
、
玄
亀
　
書
を
負
ひ
、
背
中
赤
文
朱
字
、
壇
に
止
ま
る
。
（
『
後
漢
書
』
列
伝
七
二
上
方
術
伝
置
引
『
尚
書
中
仕
』
）

河
図
．
洛
書
は
文
字
で
書
か
れ
・
入
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
の
髪
は
・
王
充
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
見
る
こ
と
が
で
き
舳
・

　
　
図
は
河
よ
り
出
で
、
書
は
洛
よ
り
出
ず
。
三
図
・
洛
書
は
天
地
の
為
る
所
、
人
　
読
み
で
之
を
知
る
。
（
『
論
衡
』
雷
磁
極
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
騰
れ
河
　
図
を
出
し
、
洛
　
書
を
鵬
す
は
、
聖
帝
明
王
の
食
青
な
り
。
図
・
書
の
文
章
と
塗
扇
作
る
所
の
書
と
何
ぞ
以
て
異
な
る
や
。
天
地
　
図
・
書
を

　
　
為
り
、
倉
庫
　
文
字
を
作
る
。
業
　
天
地
と
同
じ
く
、
指
　
鬼
神
と
合
す
。
何
を
か
非
と
し
何
を
か
悪
み
、
而
し
て
雨
粟
・
鬼
笑
の
怪
を
致
す
や
。
（
咽
論

　
　
衡
』
感
虚
篇
）

　
迷
信
に
対
し
歯
に
衣
き
せ
ぬ
批
判
を
加
え
た
王
充
す
ら
、
河
図
・
洛
書
が
天
の
作
れ
る
書
物
で
あ
る
こ
と
に
、
何
の
疑
問
も
抱
い
て
い
な
い
。

帝
王
受
命
に
際
し
、
文
字
に
書
か
れ
た
河
図
・
洛
書
が
出
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
河
田
・
洛
書
は
天
地
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

末
か
ら
後
漢
時
代
の
知
識
人
に
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
太
誓
篤
は
戦
国
末
か
ら
秦
漢
の
際
に
減
び
、
伏
生
本
の
『
今
文
尚
書
隔
二
十
九
　
　
篤
と
し
て
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
董
謹
白
が
叢
書
』
に
曰
く
」
と
言
う
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
陳
母
家
は
『
春
秋
繁
露
㎞
同
類
躍
動
篇
に
「
尚
書
伝
言
」
と

　
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
は
「
伝
臨
と
あ
っ
た
も
の
を
班
固
が
改
め
た
の
で
あ

　
り
、
伏
生
の
『
幽
界
大
伝
』
か
ら
の
引
用
と
す
る
（
陳
夢
家
『
尚
書
逓
論
』
初
版

　
一
九
五
七
年
。
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
。
六
二
頁
）
。
こ
の
逸
噸
尚
書
㎞

　
願
誓
篇
は
、
前
漢
中
期
に
河
内
の
女
子
に
よ
っ
て
発
見
・
献
上
さ
れ
、
『
今
文
尚

　
書
』
に
編
入
さ
れ
た
（
故
に
「
今
文
太
誓
」
と
呼
ば
れ
る
）
。
し
か
し
、
東
晋
に

　
『
偽
古
文
尚
書
』
が
出
て
、
そ
の
「
泰
誓
篇
」
（
偽
古
文
泰
誓
）
が
真
の
太
誓
と

　
信
ぜ
ら
れ
た
た
め
に
、
「
今
文
太
誓
」
は
唐
代
に
散
侠
す
る
。
「
泰
誓
」
「
大
誓
」

　
と
も
耀
う
が
、
本
稿
で
は
「
秦
誓
」
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
引
用
文
以
外

　
は
「
太
平
」
と
表
記
す
る
。

　
　
『
尚
書
』
太
誓
篇
に
関
わ
る
幾
多
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
陳
夢
語
㎎
尚
書
通

　
論
輪
他
、
松
本
雅
明
『
春
秋
戦
国
に
お
け
る
尚
害
の
展
開
』
（
風
間
書
房
、
一
九

　
六
六
）
、
翼
自
尊
噸
太
后
摯
実
㎞
（
噸
皇
清
経
解
続
編
』
巻
九
三
〇
）
、
細
雨
釘
凹
尚

　
雷
学
史
』
（
訂
補
説
、
中
華
替
局
、
「
九
八
九
）
、
同
『
尚
書
源
流
及
伝
本
考
軸

　
（
遼
寧
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
）
等
を
参
照
し
た
。
圃
尚
書
自
学
全
般
に
つ
い

　
て
は
、
赤
塚
忠
「
㎎
写
経
』
…
㎎
尚
書
』
学
の
変
遷
1
」
（
『
儒
家
思
想
研

　
究
』
著
作
集
第
三
巻
、
研
文
出
版
、
　
一
九
八
六
）
が
簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
と

　
な
っ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
白
魚
、
赤
烏
の
伝
説
は
、
普
通
五
行
思
想
へ
の
関
心
か
ら
論
じ
ら
れ
る

　
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
岩
本
憲
司
「
”
白
魚
と
赤
鳥
”
の
話
…
両
脚
に
於
け

　
る
五
徳
終
始
説
の
変
遷
に
関
す
る
特
異
事
例
」
（
欄
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第

　
三
芸
写
、
一
九
九
八
）
等
。
本
稿
で
は
五
行
思
想
の
問
題
は
扱
わ
な
い
。

②
陳
夢
家
前
掲
書
六
九
～
七
一
買
。
こ
の
他
門
星
中
側
集
の
『
古
文
尚
書
』
、
お

　
よ
び
孫
星
街
四
悪
書
聖
古
文
疏
証
睡
を
参
照
し
た
。

③
重
曹
は
「
泰
誓
後
輩
。
案
其
文
似
若
浅
露
。
…
…
挙
火
一
驚
、
懐
妊
懸
子
所
不

　
語
中
乎
。
…
…
所
引
泰
誓
而
不
在
泰
誓
者
甚
多
。
」
（
『
尚
書
幅
泰
誓
正
義
引
馬
融

　
「
書
序
」
）
と
言
い
、
ま
た
趙
岐
は
「
太
白
、
古
製
晋
百
二
十
篇
之
時
泰
誓
也
。

　
…
…
今
之
尚
書
泰
誓
篇
、
後
陣
以
充
学
。
故
不
与
古
太
田
同
。
諸
伝
記
引
泰
誓
、

　
皆
古
泰
誓
也
。
」
（
鴨
孟
子
』
芸
文
公
章
句
下
）
と
述
べ
る
。

④
皮
薄
墨
『
経
学
通
論
』
国
費
「
論
伏
生
起
経
二
十
九
篇
非
二
十
八
篇
、
当
分

　
〈
顧
命
〉
〈
康
沢
之
諾
〉
為
二
、
不
当
数
〈
書
序
〉
与
〈
大
誓
〉
」
に
、
「
漢
所
得

　
〈
大
誓
〉
今
面
恥
。
県
警
文
体
、
与
二
十
九
篇
不
類
。
白
魚
赤
烏
之
瑞
、
頗
近
緯

　
書
。
伏
生
『
大
伝
聴
錐
載
之
、
似
亦
説
経
満
文
、
而
非
聖
経
之
文
。
故
董
子
但
称

　
為
〈
書
伝
〉
、
馬
尊
台
之
是
也
。
」

　
　
偽
造
説
を
主
張
す
る
の
は
、
前
掲
劉
起
灘
北
尚
書
学
史
』
他
、
屈
万
里
『
漢
石

　
経
尚
書
残
字
集
証
㎞
（
初
版
一
九
六
三
年
。
屈
万
里
全
集
十
巻
、
聯
経
、
一
九
八

　
四
）
な
ど
。
中
で
も
楊
希
枚
「
論
今
文
《
尚
書
・
大
誓
》
、
《
尚
書
大
伝
・
太
誓
》

　
及
《
史
記
》
的
白
魚
赤
鳥
神
話
一
漢
代
書
史
的
増
窟
、
帝
徳
説
及
緯
轡
神
話
的

　
綜
合
研
究
」
（
噸
糊
置
文
化
史
論
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
～
九
九
五
）
は

　
咽
史
記
輪
噌
春
秋
繁
繁
㎞
等
、
前
漢
末
以
前
の
史
料
に
見
え
る
「
今
文
太
誓
」
を

　
全
て
増
窺
と
す
る
な
ど
、
極
端
な
論
を
展
開
し
て
お
り
、
従
い
難
い
。
李
学
勤

　
「
西
漢
河
内
女
子
得
逸
沓
考
」
（
凹
清
華
漢
学
研
究
鰍
第
二
輯
、
一
九
九
七
）
の
よ

　
う
に
、
先
秦
古
書
が
偶
然
に
発
見
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑤
『
尚
書
中
候
暁
の
羅
文
は
、
主
と
し
て
皮
留
手
『
尚
書
中
緯
距
証
勧
に
よ
り
、

　
孔
広
林
『
尚
書
申
候
鄭
注
㎞
、
安
居
香
山
・
申
村
璋
八
編
『
緯
轡
集
成
』
（
河
北
人

　
畏
出
版
社
に
よ
る
㎎
重
輯
緯
書
集
成
』
の
リ
プ
リ
ン
ト
）
を
適
宜
参
観
し
て
校
訂

　
を
施
し
た
が
、
煩
を
避
け
て
羅
臼
限
の
注
記
に
と
ど
め
る
。

⑥
「
世
字
」
も
と
は
コ
～
十
字
」
に
作
る
が
、
孔
広
林
が
隅
宋
轡
㎞
符
瑞
志
に
拠

　
っ
て
改
め
る
の
に
従
う
。

⑦
間
鵡
潤
一
氏
は
、
『
中
音
』
は
後
漢
末
に
新
た
な
構
想
の
も
と
に
整
理
さ
れ
再

　
編
成
さ
れ
た
と
し
、
そ
れ
は
『
中
候
』
に
注
を
施
し
た
鄭
玄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

　
可
能
性
が
強
い
、
と
指
摘
す
る
。
「
禅
譲
と
受
命
一
緯
書
に
お
け
る
夏
禺
の
受

　
命
神
話
一
」
（
隅
中
村
璋
八
博
士
古
希
記
念
東
洋
学
論
集
臨
三
三
書
院
、
「
九
九

　
六
、
二
三
九
頁
お
よ
び
同
二
審
書
中
候
幅
に
お
け
る
太
平
神
話
と
太
平
国
家
」
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欄
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
五
集
、
一
九
九
三
、
注
一
）
。
と
は
い
え
、
『
中
口
』

　
は
噸
白
虎
通
隔
と
明
論
衡
㎞
に
各
一
条
ず
つ
引
用
さ
れ
て
お
り
、
後
漢
初
期
に
存

　
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

⑧
『
論
衡
』
紀
妖
篇
に
、
門
尊
爵
感
得
白
魚
、
喉
下
文
日
、
『
以
予
発
』
。
蓋
不
虚

　
莫
。
因
此
復
原
重
縁
・
洛
書
言
興
衰
存
亡
・
帝
王
際
会
、
審
有
爵
文
莫
。
」
と
あ

　
る
。

⑨
も
と
「
入
扁
に
作
る
も
、
唐
緯
を
避
け
た
と
す
る
皮
錫
瑞
に
従
い
、
「
民
」
に

　
改
め
る
。

⑩
間
嶋
潤
一
「
『
尚
害
中
候
駈
に
お
け
る
周
の
受
命
神
話
に
つ
い
て
」
（
『
香
川
大

　
学
教
育
学
部
研
究
報
皆
』
第
一
部
九
九
号
、
一
九
九
六
）
。

⑪
　
　
備
中
留
山
以
外
の
識
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
5
引
く
安
層
香
山
・
中
村
璋
八

　
編
噸
緯
書
輯
成
臨
に
拠
っ
た
。

⑫
「
丹
書
」
薩
洛
轡
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、
『
毛
詩
』
文
鑑
別
正
義
は
、
「
然
則

　
文
王
所
受
、
実
赤
鳥
街
書
、
非
難
而
出
、
謂
之
洛
書
者
、
以
其
河
龍
図
発
、
洛
亀

　
書
感
、
此
為
正
也
。
故
院
業
者
、
難
轡
型
河
、
謂
之
河
上
、
害
者
、
難
非
洛
出
、

　
謂
之
洛
書
、
所
以
嘉
名
焉
。
」
と
、
赤
鳥
の
「
丹
轡
」
は
泉
水
か
ら
出
た
わ
け
で

　
は
な
い
が
門
洛
書
」
に
他
な
ら
な
い
と
の
解
説
を
加
え
て
い
る
。

⑬
皮
錫
瑞
は
こ
れ
を
『
中
候
㎞
「
洛
師
謀
」
の
文
と
取
る
が
、
『
緯
書
集
成
』
は

　
明
中
候
㎞
の
文
と
は
認
め
て
い
な
い
。

⑭
『
尚
書
中
候
臨
に
つ
い
て
は
閾
嶋
潤
一
氏
の
｝
連
の
研
究
を
参
照
し
た
。
間
嶋

　
潤
一
「
『
尚
書
中
候
』
に
お
け
る
股
湯
の
受
命
神
話
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
文
化

　
一
研
究
と
教
育
』
五
四
、
い
九
九
六
）
、
岡
漏
尚
書
中
候
』
と
鄭
玄
i
周
公

　
の
太
平
神
話
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
大
久
保
隆
郎
教
授
退
官
記
念
論
集
　
漢
意
と

　
は
何
か
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
一
）
な
ど
。

⑮
山
口
円
嘱
論
衡
㎏
に
お
け
る
河
図
・
洛
害
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
思
想
史
研

　
究
』
二
五
、
二
〇
〇
二
）
三
四
～
四
一
頁
。

⑯
も
と
「
所
作
字
画
」
に
作
る
。
劉
瞼
遂
の
校
請
に
従
い
改
め
た
。

⑰
爺
漢
成
帝
期
の
谷
永
は
、
「
河
、
中
国
之
経
澱
、
聖
王
興
則
出
図
書
、
王
道
廃

　
則
蜴
絶
、
…
…
」
（
魍
漢
書
駈
巻
二
九
溝
澁
志
）
と
言
い
、
哀
帝
期
の
李
尋
は
「
天

　
下
有
道
、
則
河
出
図
、
洛
出
書
、
…
…
」
（
『
漢
害
』
巻
七
五
巨
星
伝
）
と
述
べ
る
。

　
後
漢
初
期
の
班
固
も
、
「
掲
若
四
漬
聖
衆
、
帯
河
訴
洛
、
図
書
之
淵
。
」
（
『
後
漢

　
書
』
列
伝
三
〇
下
班
固
伝
「
東
都
賦
」
）
、
「
夫
図
書
亮
章
、
天
哲
也
。
」
（
李
善
注
、

　
言
田
図
・
洛
書
至
信
至
明
、
而
出
天
賜
之
、
使
視
而
行
之
。
）
（
『
文
選
臨
巻
四
八

　
符
命
「
典
引
」
）
と
述
べ
る
。

第
二
章
　
漢
の
受
命
と
河
図
・
洛
書

受命の書（保科）

（［

j
符
命
と
図
講

　
前
章
で
は
、
『
中
国
』
を
は
じ
め
と
す
る
識
緯
の
書
に
見
え
る
周
の
受
命
伝
説
で
は
、
天
命
が
文
字
に
書
か
れ
た
画
図
・
洛
書
の
形
で
下
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に
、
『
呼
量
』
の
基
に
な
っ
た
「
今
文
太
誓
」
で
は
受
命
の
符
は
た
だ
の
白
魚
で
あ
っ
た
が
、
『
中

候
』
の
武
王
受
命
伝
説
で
は
白
魚
に
記
さ
れ
た
魚
文
（
到
河
図
）
へ
と
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
て
お
り
、
こ
こ
に
前
漢
末
か
ら
後
漢
時
代
に
お
け
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る
受
命
思
想
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
王
称
量
の
契
機
と
な
る
赤
雀
蔵
書
の
瑞
と
は
、
天
が
誓
書
（
1
1
洛
書
）
に
よ
っ
て
帝
王
の

師
・
呂
尚
の
出
現
を
予
皆
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
が
さ
ら
に
南
側
に
対
し
て
周
の
受
命
を
記
し
た
玉
瑛
の
書
を
下
す
と
い
う
、
南
南
を
仲
介
と

す
る
周
受
命
伝
説
も
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
帝
王
受
命
の
徴
験
と
し
て
の
指
図
・
洛
書
の
出
現
、
及
び
河
図
・
洛
書
に
基
づ
く
受
命
思
想
が
、
前
漢
の
末
か
ら
後
漢
時
代
に
形
成

さ
れ
、
王
葬
墓
奪
や
光
武
帝
の
後
漢
再
興
の
革
命
劇
に
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
王
葬
や
光
武
帝
、
あ
る
い
は
そ
の
支
持
者
た
ち
に
よ

っ
て
、
受
命
を
演
出
す
る
文
字
に
書
か
れ
た
「
受
命
の
書
」
が
偽
造
さ
れ
、
出
現
し
た
。

　
「
受
命
の
書
」
と
し
て
の
「
丹
書
」
の
偽
造
は
、
漢
以
前
に
遡
る
。
陳
勝
は
、

　
　
乃
ち
丹
も
て
嗣
に
書
し
て
曰
く
、
「
陳
勝
王
た
ら
ん
」
と
。
人
　
轡
る
所
の
魚
の
腹
中
に
置
く
。
卒
　
魚
を
買
い
て
烹
食
し
、
魚
腹
中
の
書
を
得
て
、
固

　
　
よ
り
以
て
之
を
怪
し
む
。
（
『
史
記
瓢
巻
四
八
陳
渉
世
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
、
吊
に
赤
い
文
字
で
記
し
（
1
1
原
文
「
脚
質
昂
」
）
、
そ
れ
が
魚
の
腹
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
細
工
し
て
い
る
。
陳
勝
は
非
業
に
倒
れ
た

た
め
、
そ
の
偽
装
工
作
は
暴
露
さ
れ
た
。
楚
漢
戦
争
の
最
終
勝
利
者
で
あ
る
漢
の
高
祖
劉
邦
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
命
の
演
出
を
行
っ
た
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
が
、
た
だ
管
見
の
限
り
、
「
受
命
の
書
」
の
類
は
出
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
「
受
命
の
書
」
を
本
格
的
に
偽
造
し
、
利
用
し
た
の
は
高
曇
で
あ
る
。
「
追
書
」
が
出
現
し
た
の
は
、
平
帝
の
死
か
ら
一
月
も
た
た
な
い
元

始
五
年
（
〉
．
U
．
q
）
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
是
の
月
、
前
輝
光
の
謝
器
奏
す
ら
く
、
武
功
長
石
通
　
井
を
凌
い
で
白
石
を
得
た
り
、
真
円
下
方
に
し
て
、
丹
心
の
石
に
著
さ
る
る
こ
と
有
り
、
文
に
曰

　
　
く
、
「
安
漢
公
葬
に
告
ぐ
、
皇
帝
と
為
れ
」
と
。
符
命
の
起
こ
る
は
、
此
れ
よ
り
始
ま
る
。
（
岡
漢
書
漸
巻
九
九
上
菅
葬
伝
上
・
平
帯
元
始
五
年
十
二
月

　
　
条
）

　
　
武
功
の
歯
石
　
漢
学
帝
の
末
年
に
出
ず
る
は
、
玄
徳
　
錆
尽
し
、
土
徳
当
に
代
わ
る
べ
く
、
皇
天
春
然
と
し
て
、
漢
を
去
り
て
新
に
与
え
ん
と
し
、
丹
石

　
　
を
以
て
始
め
て
皇
帝
に
命
ず
る
な
り
。
（
『
漢
書
』
巻
九
九
下
王
葬
絶
無
・
新
始
建
国
元
年
（
》
b
．
㊤
）
条
）
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受命の書（保科）

　
武
功
の
井
戸
か
ら
発
見
さ
れ
た
白
い
石
に
は
、
天
帝
が
王
葬
に
皇
帝
即
位
を
命
ず
る
文
言
が
著
さ
れ
て
い
た
。
「
符
命
の
起
こ
る
は
、
此
れ

よ
り
始
ま
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
埋
葬
築
奪
を
正
当
化
す
る
神
秘
的
な
予
言
・
瑞
祥
は
「
正
命
」
と
呼
ば
れ
る
。
中
で
も
、
「
武
功
の
丹
石
」

は
王
業
受
命
の
最
初
の
「
符
命
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
由
に
王
葬
居
摂
が
開
始
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
詰
所
が
真
皇
帝
即
位
へ
の
工
作
を
進
め
る

居
摂
三
年
（
》
b
．
Q
o
）
に
は
、
「
符
命
」
が
続
出
し
た
。

　
　
是
の
歳
、
広
冷
蔵
劉
京
・
箪
騎
将
軍
千
人
窟
雲
・
大
郷
要
覧
鴻
　
符
命
を
奏
す
。
京
は
斉
郡
の
新
井
を
言
い
、
雲
は
巴
郡
の
石
牛
を
言
い
、
鴻
は
扶
風
の

　
　
雍
石
を
言
い
、
葬
皆
な
迎
受
す
。
（
四
漢
書
騙
巻
九
九
中
王
葬
伝
中
）

　
斉
郡
の
新
井
と
は
亭
長
の
夢
に
天
公
の
使
い
が
現
れ
て
「
摂
皇
帝
当
に
真
と
為
る
べ
し
」
と
告
げ
た
も
の
。
巴
郡
の
石
窟
は
未
詳
。
扶
風
の

雍
石
は
「
雍
石
の
文
、
皆
な
未
央
宮
の
前
殿
に
到
る
」
（
隅
漢
書
』
王
葬
伝
中
）
と
あ
る
の
で
、
何
か
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の

石
牛
や
雍
石
を
王
葬
や
王
舜
が
見
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、

　
　
天
風
起
こ
り
、
塵
隠
た
り
。
雨
止
み
て
、
銅
符
箔
図
を
石
前
に
得
た
り
。
文
に
曰
く
、
「
天
　
帝
符
を
告
ぐ
。
焦
思
は
封
侯
せ
よ
。
天
命
を
承
け
、
神
令

　
　
を
用
い
よ
」
と
。
（
『
漢
書
臨
巻
九
九
申
王
葬
伝
中
）

と
、
石
の
前
に
天
の
命
令
を
記
し
た
銅
符
吊
図
が
現
れ
た
。
こ
の
「
符
命
」
に
呼
応
し
て
記
章
が
思
置
策
書
を
献
じ
、
王
寺
の
墓
奪
は
決
定
的

な
も
の
と
な
っ
た
。

　
　
葬
の
摂
に
居
る
を
見
、
即
ち
銅
置
を
作
り
、
両
検
を
為
る
。
其
の
一
に
署
し
て
曰
く
、
「
天
帝
行
半
金
瞳
図
」
、
其
の
い
は
署
に
曰
く
、
「
赤
墨
行
璽
某
伝

　
　
予
黄
帝
金
策
書
」
と
。
某
と
は
、
高
皇
帝
の
名
な
り
。
書
に
言
う
、
「
王
葬
真
天
子
為
れ
、
皇
太
后
　
天
命
の
如
く
せ
よ
」
と
。
…
…
（
哀
）
章
斉

　
　
の
井
、
石
牛
の
事
下
る
を
聞
き
、
即
日
昏
時
、
黄
衣
を
衣
、
畷
を
持
ち
て
高
廟
に
到
り
て
以
て
僕
射
に
付
す
。
（
簡
漢
書
』
巻
九
九
申
王
子
伝
中
）

　
「
符
命
」
は
、
疑
い
な
く
王
葬
即
真
の
正
当
化
の
た
め
に
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
が
文
字
化
さ
れ
、
天
帝
の
直
接
的
な

命
令
を
記
し
た
書
物
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
王
葬
や
劉
款
あ
る
い
は
哀
章
ら
の
演
出
の
背
後
に
は
、
天
命
は
文
字
と
な

っ
て
下
達
さ
れ
る
と
の
、
前
漢
末
の
人
々
の
認
識
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
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即
真
後
の
始
建
国
元
年
（
》
．
U
』
）
秋
、
王
難
は
土
製
将
王
奇
ら
に
命
じ
て
「
符
命
四
十
二
篇
」
を
天
下
に
班
布
さ
せ
た
が
、
四
十
二
篇
の

内
訳
は
、
官
立
（
文
帝
・
宣
帝
時
代
に
黄
龍
が
出
現
し
た
、
王
氏
の
先
祖
の
墓
門
柱
に
枝
葉
が
生
じ
た
こ
と
等
）
無
事
、
符
命
（
武
功
の
丹
石
、
詩
章
献
上

の
金
置
の
類
）
二
十
五
、
福
応
（
雌
鶏
が
化
し
て
雄
に
な
っ
た
不
思
議
の
類
）
十
二
、
で
あ
っ
た
。

　
「
符
命
政
治
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
、
王
葬
は
事
あ
る
ご
と
に
「
尊
命
」
を
持
ち
出
し
た
。
当
時
の
符
丁
尊
重
の
風
潮
が
い
か
に
甚
だ
し
か

っ
た
か
は
、
姓
名
が
た
ま
た
ま
「
符
命
」
に
合
致
す
る
と
の
理
由
で
、
餅
売
り
の
王
事
を
い
き
な
り
前
将
軍
に
登
用
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

当
然
、
出
世
の
た
め
の
「
符
命
」
偽
造
が
後
を
絶
た
ず
、
偽
造
し
な
い
者
た
ち
も
、
「
天
帝
の
任
命
書
は
来
な
い
の
か
？
（
濁
無
天
帝
除
書

類
）
」
と
冗
談
を
習
い
合
う
程
で
あ
っ
た
。
「
天
帝
の
除
書
」
と
の
語
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
「
符
命
」
が
天
帝
か
ら
の
命
令
書
の
体
裁
を
と
っ
た

偽
造
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
充
分
想
像
さ
れ
る
。
や
が
て
王
葬
も
こ
の
風
潮
を
問
題
識
し
、
五
畜
将
の
頒
布
し
た
四
十
二
篇
以
外
の
「
符
命
」
を

禁
止
し
た
（
『
漢
書
』
巻
九
九
中
王
葬
伝
中
）
。

　
光
武
帝
の
場
合
に
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
図
星
」
と
呼
ば
れ
た
予
言
書
が
飛
び
交
っ
た
。
光
武
帝
は
即
位
後
、
「
図
識
」
を
校
訂

　
④

さ
せ
、
建
武
中
元
元
（
》
b
．
O
①
）
年
に
「
図
識
」
を
天
下
に
宣
布
し
て
お
り
、
『
仁
王
符
』
等
の
「
図
識
」
も
王
葬
の
「
符
命
」
同
様
、
文
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
起
こ
さ
れ
た
書
物
の
形
態
を
取
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
図
識
の
「
図
」
と
は
河
図
の
こ
と
で
、
当
然
、
洛
書
も
含
む
。
「
識
」
は
予
言
書
の
意
で
あ
る
。
前
述
の
『
赤
伏
符
』
も
後
文
に
お
い
て

「
識
記
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
図
識
」
は
ま
た
「
図
緯
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
一
般
に
、
「
緯
」
は
経
書
に
対
す
る
解
説
と
さ
れ
、
「
識
」
と

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
区
別
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
黄
復
山
群
が
指
摘
す
る
よ
う
、
「
緯
書
」
と
い
う
言
葉
の
出
現
は
や
や
遅
れ
る
上
、
陳
平
氏
や
狩
野
直
喜
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
考
証
し
た
よ
う
に
、
後
漢
時
代
に
は
「
識
」
「
緯
」
は
互
辞
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

　
　
公
卿
と
郊
祀
の
礼
儀
を
雑
定
し
、
識
記
を
以
て
五
経
の
異
説
を
正
す
。
（
『
後
漢
書
』
列
伝
二
二
焚
俺
伝
）

　
　
　
（
曹
）
褒
既
に
命
を
受
く
れ
ば
、
乃
ち
礼
事
を
次
序
し
、
旧
典
に
依
準
し
、
粧
う
る
に
五
経
識
記
の
文
を
以
て
し
、
…
…
（
『
後
漢
書
』
列
伝
二
五
曹
褒

　
　
伝
）
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と
、
礼
儀
を
勘
案
す
る
の
に
「
古
記
」
を
参
照
し
て
お
り
、
む
し
ろ
経
書
の
解
説
書
と
し
て
「
識
」
を
利
用
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
漢
代
に

は
「
緯
」
と
「
識
」
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
識
」
「
識
記
」
が
「
緯
」
と
同
様
、
経
書
の
鉄
を
補
強
す
る
解
説
書
で
も
あ
っ

た
こ
と
、
こ
の
点
は
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
ぎ
に
、
河
図
・
洛
書
と
「
識
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
河
図
・
洛
書
は
「
識
」
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
『
階
書
』
経
籍
志
は
、

　
　
易
に
曰
く
、
「
河
は
図
を
出
し
、
洛
は
書
を
出
す
扁
と
。
然
ら
ば
則
ち
聖
人
の
命
を
受
く
る
や
、
…
…
蓋
し
賠
償
衝
み
負
い
、
河
・
洛
よ
り
出
で
、
以
て

　
　
易
代
の
徴
を
紀
さ
ば
、
其
の
理
は
振
戦
に
し
て
、
神
道
を
究
極
す
。
先
王
は
其
の
人
を
惑
わ
す
を
恐
れ
、
秘
し
て
伝
え
ず
。
説
三
又
た
云
う
、
孔
子
既
に

　
　
六
経
を
叙
し
て
、
以
て
天
人
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
後
世
其
の
意
を
稽
留
す
る
あ
た
わ
ざ
る
を
知
れ
ば
、
故
に
別
に
緯
及
び
識
を
立
て
、
以
て
来
世
に
遺

　
　
す
と
。
其
の
書
　
前
漢
に
出
で
、
河
図
九
篇
、
洛
書
六
篇
有
り
、
黄
帝
よ
り
周
文
王
に
至
る
ま
で
の
異
く
る
所
の
本
文
な
り
と
云
う
。
又
た
別
に
三
十
篇

　
　
有
り
、
初
起
よ
り
孔
子
に
至
る
ま
で
の
、
九
聖
の
増
冷
し
て
以
て
其
の
意
を
広
む
所
な
り
と
云
う
。
又
た
国
書
の
緯
三
十
六
篇
有
り
、
並
び
に
孔
子
の
作

　
　
る
と
こ
ろ
な
り
と
云
う
。
前
に
井
せ
て
合
し
て
八
十
一
篇
と
為
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
、
「
図
識
」
八
十
一
篇
を
①
三
図
九
篇
・
洛
書
六
篇
、
②
九
千
増
演
の
三
十
篇
、
③
七
経
緯
三
十
六
篇
の
三
種
に
分
類
す
る
。
こ
の
う
ち
、

①
の
十
五
篇
は
、
「
黄
帝
よ
り
周
仁
王
に
至
る
ま
で
の
受
く
る
所
の
本
文
」
と
さ
れ
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
藩
王
の
赤
雀
洛
書

は
洛
書
、
心
置
の
白
魚
は
河
図
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
受
く
る
所
の
本
文
」
と
は
、
天
が
古
帝
王
に
下
し
た
河
図
・
洛
書
そ
の
も
の
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
の
「
九
聖
の
増
演
し
て
以
て
其
の
意
を
広
む
所
」
三
十
篇
と
、
③
の
「
孔
子
の
作
る
と
こ
ろ
」
七
経
緯
三
十
六

篇
は
聖
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
王
不
言
氏
は
、
①
河
図
・
洛
書
十
五
篇
と
②
九
聖
増
演
の
三
十
篇
の
合
計
四
十
五
篇
を
叢
叢
・
洛
書
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
識
」
と
し
、
③
七
経
緯
1
1
「
緯
」
と
す
る
。
確
か
に
、
『
文
選
』
巻
六
魏
都
単
層
引
『
説
文
解
字
』
に
「
河
洛
の
出
だ
す
所
の
書
を
識
と
日

う
。
」
と
も
あ
り
、
陸
図
・
洛
書
も
ま
た
広
義
の
識
量
に
分
類
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
「
緯
」
の
呼
称
が
「
識
」
よ
り
遅

れ
る
こ
と
、
加
え
て
、
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乃
ち
七
認
識
・
『
明
堂
図
騙
・
『
河
間
古
辟
雍
記
』
・
『
孝
武
太
山
明
堂
制
度
』
、
及
び
平
帝
の
時
の
議
を
案
じ
、
具
さ
に
之
を
奏
さ
ん
と
欲
す
。
（
『
後
漢
書
』

　
　
列
伝
二
五
張
純
伝
）

と
、
「
七
経
識
」
の
呼
称
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
七
経
緯
」
と
「
識
」
と
を
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

野
長
八
氏
に
至
っ
て
は
、
「
図
識
」
全
て
を
孔
子
の
作
れ
る
も
の
と
す
る
が
、
①
の
河
図
・
洛
書
は
天
が
作
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
「
別
に
緯
及
び

識
を
立
て
、
以
て
来
世
に
遺
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
人
が
塾
図
・
洛
書
の
解
説
と
し
て
作
っ
た
②
③
と
比
べ
て
別
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　
①
の
天
が
下
し
た
皇
図
・
洛
書
が
「
図
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
聖
人
が
作
っ
た
②
③
が
「
識
」
に
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
③
は
経
書
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
冠
し
て
特
に
「
七
経
緯
」
「
七
緯
」
と
称
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
②
③
を
ま
と
め
て
「
識
緯
」
と
呼
ぶ
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
古

の
聖
人
お
よ
び
孔
子
が
増
し
て
河
図
・
洛
書
の
意
を
広
め
た
も
の
で
、
つ
ま
り
は
「
図
」
の
解
説
で
あ
る
と
同
時
に
「
経
」
の
解
説
で
も
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
光
武
帝
の
言
う
「
図
識
」
は
「
図
」
（
河
図
・
洛
書
）
と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
識
」
に
分
け
ら
れ
、
漠
然
と
予
言
書
を
指
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
以
下
こ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
こ
う
。

　
光
武
帝
が
そ
の
晩
年
に
「
図
識
」
の
収
集
に
務
め
た
の
は
、
直
接
に
は
泰
山
封
禅
に
備
え
て
で
あ
っ
た
。
建
武
三
二
年
（
｝
U
．
9
）
正
月
、

夜
に
『
河
図
会
昌
符
』
を
読
ん
で
感
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
光
武
帝
は
、
梁
松
ら
に
命
じ
て
「
河
雛
魚
文
の
九
平
封
禅
の
事
を
言
う
者
」
を
捜

索
さ
せ
る
（
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
上
）
。
梁
松
ら
は
こ
の
命
に
応
じ
て
、

　
　
河
雛
識
書
に
、
赤
墨
九
世
、
当
に
泰
山
に
町
鳶
す
べ
き
こ
と
、
凡
そ
三
十
六
事
、
左
帷
に
傅
奏
せ
り
。
陛
下
遂
に
葉
月
令
堂
を
以
て
、
岱
嶽
の
正
礼
に
遵

　
　
い
、
図
雛
の
明
文
を
奉
じ
、
以
て
霊
瑞
を
和
し
、
以
て
兆
民
を
為
め
ん
。
（
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
田
注
頸
引
『
東
草
書
騙
）

と
上
奏
す
る
が
、
「
図
雛
の
明
文
」
と
、
河
図
・
洛
書
の
文
言
を
重
視
し
て
い
る
。
翌
二
月
の
封
禅
に
際
し
て
刻
ま
せ
た
泰
山
封
禅
の
刻
石
文

に
、
5
河
図
赤
伏
符
』
以
下
、
『
河
図
会
昌
符
』
、
窯
河
振
合
古
篇
』
、
『
河
図
呼
声
凝
固
、
『
洛
書
中
歯
度
』
、
『
孝
組
中
言
意
』
を
列
挙
す
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
光
武
帝
自
身
の
受
命
と
封
禅
を
予
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
光
武
帝
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
『
孝
子
鉤
命
決
』
を
除
い
て
は
す
べ
て
河
図
・
洛
書
で
あ
る
。
と
く
に
、
光
武
帝
即
位
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
『
赤
点
符
』
を
慰
河
図
赤
伏
符
』
と
し
て
引
用
し
、
自
ら
の
即
位
が
思
事
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
受
命
の

証
明
と
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
天
が
作
っ
た
書
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
光
武
帝
は
、

　
　
河
・
洛
　
后
を
命
ず
る
は
、
経
・
識
の
伝
う
る
所
な
り
。
（
欄
続
漢
書
聴
祭
祀
塁
上
・
泰
山
刻
石
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
、
河
図
・
洛
書
に
よ
る
帝
王
受
命
は
経
書
と
識
緯
に
伝
承
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は
、
帝
王
に
天
命
を
下
す
河
図
・
洛
書
と
、
そ

れ
を
伝
承
す
る
経
書
・
識
書
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
下
文
に
お
い
て
も
光
武
帝
は
、

　
　
皇
帝
　
唯
だ
河
図
・
洛
書
の
正
文
を
慎
み
、
是
の
月
丁
丁
、
会
し
、
泰
山
に
登
封
す
。
…
…
骨
相
李
斯
　
詩
書
を
幡
き
、
楽
崩
れ
礼
壊
る
。
建
武
元
年
已

　
　
前
、
文
書
散
亡
し
、
旧
典
具
わ
ら
ず
、
経
文
を
明
ら
か
に
す
る
能
わ
ず
、
章
句
の
細
微
を
以
て
八
十
一
巻
を
相
い
況
ぶ
る
に
、
明
者
は
験
を
為
す
も
、
又

　
　
た
其
の
十
巻
は
皆
な
昭
哲
な
ら
ず
。
（
咽
続
漢
書
』
祭
祀
志
上
・
泰
山
刻
石
文
）

と
、
河
図
・
洛
書
の
正
文
を
別
格
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
封
禅
の
刻
石
文
に
お
い
て
、
光
武
帝
は
自
身
の
即
位
が
事
業
・
洛
書
に
基
づ
く
と
宣

言
し
た
上
で
、
帝
王
に
対
し
天
が
「
受
命
の
書
」
を
下
す
こ
と
は
経
書
・
群
書
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
雷
い
か
え
れ
ば
、
光
武
帝

受
命
の
徴
験
と
し
て
の
河
図
・
洛
書
の
信
懸
性
と
権
威
は
、
経
書
と
講
書
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
か
ら
王
制
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
王
葬
の
音
響
は
偽
造
と
は
い
え
天
帝
が
下
し
た
命
令
書
と
喧
伝
さ
れ
た
か
ら
、
①
の
天
が
作
っ

た
受
命
の
書
に
分
類
さ
れ
る
（
つ
ま
り
「
図
」
に
あ
た
る
）
は
ず
で
あ
る
。
王
葬
の
時
に
は
、
符
命
を
補
強
・
解
説
す
る
識
緯
に
あ
た
る
も
の
は

重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
ひ
た
す
ら
「
図
」
に
あ
た
る
密
命
を
偽
造
し
続
け
る
ば
か
り
で
、
そ
の
符
命
を
儒
教
と
結
合
さ
せ
る
ま
で
に
は
ま
だ
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
光
武
帝
の
図
識
宣
布
と
は
、
自
身
の
受
命
と
封
禅
の
正
統
性
を
証
明
す
る
た
め
に
試
図
・
洛
書
お
よ
び
識
緯
を
国
家
と
し
て
認
め
、
儒
教
の

経
書
と
同
等
の
権
威
を
付
加
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
河
図
・
洛
書
に
よ
る
受
命
が
、
経
書
と
識
緯
に
よ
っ
て
儒
教
の
経
学
的
文
脈
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

結
び
つ
け
ら
れ
た
時
、
初
め
て
河
図
・
洛
書
に
よ
る
彼
の
受
命
は
儒
教
的
な
正
統
性
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
の
「
図
識
」
宣
布
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
光
武
帝
の
受
命
中
興
と
封
禅
で
あ
っ
た
点
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
漢
王
朝
　
　
つ
ま
り
漢
高
祖
劉
邦
の
受
命
　
　
を
経
学
的
に
正
統
化
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
人
の
重
要
人
物
、
神
秘
的

預
言
者
と
し
て
の
孔
子
の
仲
介
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
節
を
改
め
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
端
門
血
書
と
孔
子
の
赤
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
板
野
長
八
氏
は
、
二
面
の
「
符
命
」
と
光
武
帝
の
「
図
識
」
の
差
異
を
、
孔
子
と
の
関
わ
り
の
有
無
に
帰
着
さ
せ
る
。
実
際
、
漢
王
朝
の
受

命
は
画
図
・
洛
書
と
、
孔
子
の
手
に
な
る
識
緯
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
て
い
た
、
と
の
伝
説
が
後
漢
時
代
に
形
成
さ
れ
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
く
。
後
漢
時
代
、
孔
子
は
漢
王
朝
の
受
命
を
仲
介
し
、
そ
の
正
統
性
を
支
え
る
神
秘
的
な
預
言
者
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
経
書
と
静
夜
が
孔
子
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
は
、
漢
王
朝
の
正
統
性
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
経
書
・
緯
書
は
孔
子
が
漢
の

受
命
を
予
見
し
、
漢
の
た
め
に
残
し
た
と
す
る
思
想
で
、
周
知
の
よ
う
に
『
春
秋
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
の
、

　
　
春
秋
の
義
を
制
し
、
以
て
後
聖
を
挨
つ
。
（
何
休
注
…
聖
漢
の
王
を
待
ち
て
以
て
法
と
為
す
。
）

に
基
づ
く
。
そ
の
よ
う
な
思
想
は
、
『
論
衡
』
に
、

　
　
孔
子
曰
く
、
文
王
既
に
没
す
、
満
遍
に
在
ら
ざ
る
や
と
。
文
正
の
文
、
伝
え
て
孔
子
に
在
り
。
孔
子
　
漢
の
為
に
文
を
制
し
、
伝
え
て
漢
に
在
り
。
（
『
論

　
　
衡
瞼
秩
文
篇
）

　
　
然
ら
ば
則
ち
春
秋
は
漢
の
経
、
孔
子
の
制
作
に
し
て
漢
に
垂
遺
せ
る
な
り
。
（
『
論
衡
』
樗
材
篇
）

と
言
い
、
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
孔
子
は
乾
坤
の
挺
む
所
、
西
に
狩
り
し
て
麟
を
獲
、
漢
の
為
め
に
制
作
す
。
故
に
開
愚
論
援
神
話
』
に
曰
く
、
「
玄
正
命
を
制
し
、
話
談
行
う
」
と
。
又

　
　
た
『
尚
書
考
霊
耀
』
に
曰
く
、
「
丘
倉
際
に
生
ま
れ
、
期
に
触
れ
稽
度
し
、
赤
制
を
為
る
。
故
に
春
秋
を
作
り
、
以
て
文
命
を
明
ら
か
に
し
、
紀
を
綴
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
書
を
撰
し
、
礼
儀
を
脩
定
す
」
と
。
（
『
金
石
葦
編
』
巻
；
一
「
魯
読
史
農
祀
孔
子
奏
上
」
）
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受命の省（保科）

と
、
漢
碑
に
も
引
用
さ
れ
る
よ
う
、
後
漢
社
会
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
。
「
玄
丘
」
は
孔
子
、
「
帝
卯
」
は
「
黒
金
刀
」
、
つ
ま
り
劉
氏
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
。
火
徳
の
漢
は
赤
を
尚
ん
だ
の
で
、
特
に
「
赤
制
」
と
称
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
郵
渾
伝
に
「
漢
歴
久
長
、
孔
　
赤
制
を
為
る
」
（
魍
後
漢

書
』
列
伝
一
九
郵
渾
伝
）
と
あ
り
、
蘇
論
判
に
も
「
夫
れ
笹
丘
秘
経
、
漢
の
赤
制
た
り
」
（
『
後
漢
書
』
列
伝
二
〇
上
筆
寛
伝
）
と
見
え
、
王
葬
期
か

ら
後
漢
の
最
初
期
に
か
け
て
、
漢
再
興
を
正
当
化
す
る
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
孔
子
が
漢
の
た
め
に
経
書
・
識
緯
を
制
作
し
た
の
は
、
や
は
り
天
か
ら
孔
子
へ
「
締
結
の
血
書
」
が
下
っ
た
た
め
で
あ
る
。
以
下
は
後
漢
末

の
『
春
秋
公
羊
伝
』
何
休
注
の
文
章
だ
が
、
費
公
彦
疏
に
よ
れ
ば
『
春
秋
演
繋
舟
』
よ
り
の
引
用
と
さ
れ
る
。

　
　
麟
を
得
た
る
の
后
、
天
　
血
書
を
魯
の
端
門
に
下
し
て
曰
く
、
「
趨
か
に
法
を
作
れ
。
孔
聖
没
し
、
周
姫
滅
び
ん
。
彗
東
の
か
た
出
で
、
秦
政
起
こ
り
、

　
　
胡
　
術
を
破
ら
ん
。
書
記
散
ず
る
も
、
孔
絶
え
ず
」
と
。
翌
冬
　
明
日
往
き
て
之
を
視
れ
ば
、
血
書
　
飛
び
で
赤
鳥
（
鳥
？
）
と
為
り
、
化
し
て
白
書
と

　
　
為
る
。
署
に
曰
く
、
「
演
孔
図
」
と
。
申
に
作
図
制
法
の
状
有
り
。
（
『
春
秋
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
解
詰
）

　
天
が
下
し
た
「
血
書
」
は
赤
い
鳥
に
変
じ
、
ま
た
白
書
に
変
じ
て
「
演
下
図
」
と
の
署
名
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
天
の
書
は
「
図
」
と
呼
ば

　
　
　
⑳

れ
て
い
る
。
『
春
秋
演
孔
図
』
の
他
の
供
文
で
は
、

　
　
孔
子
経
を
論
ず
る
に
、
鳥
の
化
し
て
書
と
為
る
有
り
。
孔
子
奉
じ
て
以
て
天
に
告
さ
ば
、
赤
爵
書
に
集
い
、
化
し
て
玉
と
為
り
、
刻
に
曰
く
、

　
　
　
「
孔
　
命
を
提
り
、
応
法
を
作
り
、
八
隅
を
為
れ
」
と
。
（
『
太
平
御
覧
』
精
工
〇
四
引
『
春
秋
演
孔
図
』
）

と
あ
り
、
赤
雀
が
変
化
し
た
玉
に
は
、
「
赤
制
」
の
制
作
を
命
じ
る
天
の
命
令
が
記
さ
れ
て
い
た
。
孔
子
が
こ
れ
ら
の
天
命
に
従
っ
て
制
作
し

た
の
が
、
『
春
秋
』
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
経
書
・
識
緯
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
『
孝
経
』
制
作
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
獲
麟
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
以
下
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
。

　
　
魯
の
哀
公
十
四
年
、
孔
子
夜
に
三
梶
の
問
、
柿
豊
の
邦
に
、
赤
電
気
の
起
こ
る
有
る
を
夢
み
、
乃
ち
顔
淵
・
子
夏
を
呼
び
て
往
き
て
之
を
視
ん
と
す
。
車

　
　
を
駆
り
て
楚
の
西
北
萢
氏
街
に
釜
る
に
、
帯
下
の
麟
を
討
ち
、
其
の
左
前
足
を
傷
つ
け
、
薪
も
て
之
を
覆
え
る
を
見
ゆ
。
…
…
孔
子
曰
く
、
天
下
已
に
主

　
　
有
る
な
り
。
赤
劉
為
り
、
陳
・
項
輔
と
為
る
。
五
星
井
に
入
り
、
歳
星
に
従
わ
ん
、
と
。
児
　
薪
下
の
麟
を
発
き
て
孔
子
に
示
す
。
孔
子
　
趨
り
て
往
け
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ば
、
麟
　
其
の
耳
を
蒙
れ
、
三
巻
の
図
を
吐
く
。
広
三
寸
、
長
八
寸
、
巻
毎
に
二
十
四
字
。
其
れ
赤
劉
の
当
に
起
こ
る
べ
く
を
言
う
。
曰
く
、
「
周
亡
び

　
　
覇
気
起
こ
り
、
大
い
に
　
耀
興
す
。
玄
丘
　
命
を
制
し
、
帝
は
砂
金
な
り
」
と
。
（
『
宋
書
』
符
瑞
志
。
「
大
耀
興
」
、
『
捜
神
記
』
巻
八
は
「
火
耀
興
」
に

　
　
作
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
の
文
は
、
一
部
を
引
い
た
『
初
学
記
心
理
二
九
に
は
『
孝
白
繭
契
』
の
文
と
あ
る
。
捕
ら
え
ら
れ
傷
つ
い
た
麟
が
、
孔
子
に
対
し
て
周

の
滅
亡
と
孔
子
の
制
作
、
及
び
漢
の
受
命
を
予
言
す
る
「
図
」
を
吐
い
た
と
い
う
。

　
孔
子
は
端
門
の
「
甑
書
」
匪
「
演
上
図
」
や
麟
の
吐
い
た
「
図
」
よ
り
天
命
を
受
け
、
『
春
秋
漏
以
下
の
経
書
・
識
緯
を
作
成
し
、
や
が
て

来
る
漢
の
受
命
に
備
え
る
。
一
勢
い
換
え
れ
ば
、
天
は
孔
子
に
書
を
与
え
、
孔
子
を
通
し
て
将
来
の
漢
王
朝
受
命
を
告
知
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

孔
子
は
天
の
漢
へ
の
授
命
の
仲
介
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
孔
子
が
天
よ
り
受
け
た
端
門
の
撫
書
や
麟
が
吐
い
た
図
は
、
河
図
・
洛
書
に
類
す
る
天
神
の
激
語
で
あ
り
、
孔
子
は
天
命
を
受
け
、
経
書
や

識
緯
の
書
を
制
作
す
る
。
と
す
れ
ば
、
緯
書
『
春
秋
演
孔
図
嚇
は
、
『
春
秋
』
制
作
の
契
機
に
つ
い
て
孔
子
自
身
が
語
り
、
そ
の
内
容
を
解
説

す
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
に
引
い
た
孝
経
緯
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
識
緯
に
は
当
然
、
孔
子
が
天
よ
り
与
え
ら
れ
た
書

　
　
「
演
孔
図
」
や
麟
が
吐
い
た
「
図
」
　
　
が
引
用
さ
れ
、
識
緯
は
必
然
的
に
、
内
部
に
「
図
」
を
引
用
す
る
複
合
的
な
形
態
を
取
る
は
ず

で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
日
中
候
』
は
、
歴
代
聖
王
の
祥
瑞
、
と
り
わ
け
河
図
・
洛
書
の
形
で
出
現
す
る
天
の
啓
示
に
つ
い
て
語
る
。
河
・
洛
よ
り
現
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

亀
の
甲
羅
、
魚
、
玉
な
ど
に
書
か
れ
た
文
字
（
多
く
赤
か
緑
色
）
の
部
分
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
河
図
・
洛
書
の
本
文
で
あ
り
、
『
中
候
』
は
そ

れ
ら
を
引
用
し
な
が
ら
、
耳
殻
・
洛
書
が
出
現
す
る
過
程
を
説
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
『
中
書
』
そ
れ
自
体
は
、

　
　
尚
書
緯
に
云
う
、
孔
子
書
を
求
め
、
黄
帝
の
玄
孫
帝
魁
の
書
、
秦
黒
黒
に
詑
る
ま
で
の
、
凡
そ
三
千
二
百
四
十
篇
を
得
た
り
。
遼
き
を
断
ち
て
近
き
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
り
、
以
て
世
法
と
為
す
べ
き
者
百
二
十
篇
を
定
め
、
百
二
篇
を
以
て
尚
書
と
為
し
、
十
八
篇
を
申
候
と
為
す
と
。
（
『
尚
書
真
鯉
伝
播
正
義
）

と
あ
る
よ
う
に
、
㎎
尚
書
』
と
同
じ
史
料
源
か
ら
同
時
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
、
『
尚
書
』
と
表
裏
を
な
し
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
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受命の書（保科〉

た
。
誠
緯
は
経
書
と
と
も
に
孔
子
の
制
作
に
か
か
る
と
さ
れ
、
後
漢
時
代
に
は
経
書
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
権
威
を
持
っ
た
。
言
い
か

え
れ
ば
、
帝
王
受
命
の
聖
帝
と
し
て
の
河
図
・
洛
書
は
識
緯
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
儒
教
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
が
孔

子
に
「
図
」
を
与
え
て
漢
王
朝
の
受
命
を
予
告
し
、
経
書
・
識
量
の
制
作
を
命
じ
た
以
上
、
孔
子
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
儒
教
そ
れ
自
体
が
、

漢
王
朝
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
た
「
赤
制
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
孔
子
の
「
赤
制
」
思
想
を
背
景
と
し
、
光
武
帝
の
『
河
図
赤
墨
符
』
に
基
づ
く
受
命
は
儒
教
思
想
の
中
で
正
統
化
さ
れ
、
合

理
化
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
実
際
に
文
字
化
さ
れ
た
『
赤
本
符
』
が
出
現
し
た
の
は
、
王
業
期
か
ら
後
漢
初
期
の
受
命
思
想
を
反
映
し
た
も
の
と

言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
漢
高
祖
の
受
命
に
際
し
て
は
、
全
図
・
洛
書
を
含
め
「
文
字
に
書
か
れ
た
」
受
命
の
徴
験
は
顕
現
し
て
い
な
い
。
も

と
よ
り
、
漢
初
に
は
ま
だ
河
図
・
洛
書
に
基
づ
く
帝
王
受
命
伝
説
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
高
祖
に
関
係
し
た
識
親
類
は
、
『
漢
書
』
そ
の
他
の
史
伝
に
見
え
ず
、
班
固
の
『
漢
書
』
執
筆
以
降
、
高
祖
受
命
の
神
秘
性
を
喧
伝
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
に
遡
及
的
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
河
図
・
洛
書
に
基
づ
く
受
命
思
想
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
漢
王
朝
の
始
祖
た
る
高
祖

に
関
わ
る
受
命
伝
説
も
、
河
図
・
洛
書
の
出
現
に
ま
つ
わ
る
形
に
再
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
高
祖
の
伝
説
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
漢
高
祖
の
受
命
を
予
言
す
る
書
を
受
け
取
る
の
が
高
祖
本
人
で
は
な
く
、
孔
子
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。

　
　
孔
子
　
春
秋
を
作
り
、
孝
経
を
制
し
、
既
に
成
り
、
七
十
二
弟
子
を
し
て
北
辰
星
に
向
か
い
て
馨
曝
し
て
立
た
し
め
、
曾
子
を
し
て
河
・
洛
を
抱
き
事
ち

　
　
て
北
向
せ
し
む
。
孔
子
斎
戒
し
て
北
辰
に
向
か
い
て
拝
し
、
天
に
告
重
し
て
曰
く
、
孝
経
四
巻
、
春
秋
・
河
・
洛
凡
そ
八
十
一
巻
、
謹
み
て
已
に
備
わ
れ

　
　
り
と
。
天
乃
ち
管
下
と
し
て
夕
霧
を
起
こ
し
て
地
を
摩
し
、
赤
上
上
よ
り
し
て
下
り
、
化
し
て
黄
玉
と
為
る
。
長
さ
三
尺
、
上
に
国
文
有
り
。
孔
子
脆
き

　
　
て
受
け
て
之
を
読
む
。
曰
く
、
「
今
文
出
で
て
、
劉
季
握
る
。
卯
金
刀
、
診
北
に
在
り
。
宇
は
禾
子
、
天
下
服
す
」
と
。
（
『
宋
恥
曝
符
丁
志
）

　
『
孝
経
』
と
『
春
秋
』
以
下
の
完
成
を
孔
子
が
天
に
報
告
す
る
と
、
天
は
そ
れ
に
対
し
て
漢
高
祖
（
劉
季
）
の
受
命
を
記
し
た
黄
玉
の
刻
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
下
し
た
。
緯
書
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
も
孝
経
緯
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
。
高
祖
の
受
命
を
予
言
す
る
黄
玉
を
孔
子
が
受
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け
取
る
と
い
う
話
は
、
前
章
で
引
用
し
た
『
尚
書
帝
霊
験
』
の
、
周
の
受
命
を
記
し
た
玉
横
を
太
公
望
呂
尚
が
献
上
す
る
説
話
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。
仲
介
者
を
通
じ
た
「
受
命
の
書
」
の
授
与
、
と
い
う
受
命
伝
説
の
類
型
が
存
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
漢
高
祖
の
受
命
に
つ
い
て
述
べ
る
、
こ
れ
ら
識
緯
の
制
作
年
代
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
『
芸
文
類
聚
』
巻
十
符
薗
部
引

　
　
⑳

「
琴
操
」
は
、
後
漢
末
の
察
畠
の
作
と
さ
れ
る
が
、
識
緯
に
基
づ
く
聯
邦
の
受
命
伝
説
を
整
理
し
て
い
る
か
ら
、
後
漢
の
後
半
に
は
あ
る
程
度

ま
と
ま
っ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
魯
の
哀
公
十
四
年
、
西
に
狩
り
し
て
、
離
島
麟
を
獲
、
之
を
撃
て
ば
、
其
の
左
足
を
傷
つ
く
。
将
に
以
て
孔
子
に
示
さ
ん
と
す
れ
ば
、
孔
子
道
に
與
に
相

　
　
い
逢
苦
し
、
挽
し
て
泣
き
、
麟
を
抱
き
て
曰
く
、
爾
敦
が
為
に
来
た
る
や
、
敦
が
為
に
来
た
る
や
と
。
挟
を
反
し
面
を
拭
い
、
抑
ぎ
て
其
の
人
を
視
れ
ば
、

　
　
龍
顔
日
角
た
り
。
夫
子
麟
の
口
を
奉
ず
れ
ば
、
須
輿
に
し
て
三
巻
の
図
を
吐
く
。
一
は
『
赤
島
』
為
り
、
劉
季
興
り
て
王
と
為
る
と
。
一
～
は
『
周
滅
』
為

　
　
り
、
夫
子
将
に
終
ら
ん
と
す
と
。
王
は
咽
漢
制
』
為
り
、
噌
孝
経
扇
を
造
作
す
と
。
夫
子
還
り
て
子
夏
に
謂
い
て
曰
く
、
新
主
　
将
に
起
ら
ん
と
す
、
其

　
　
の
人
麟
を
得
た
る
者
の
如
か
ら
ん
と
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
孔
子
が
得
た
「
図
」
の
一
つ
は
『
赤
雪
』
匪
『
河
図
赤
伏
符
』
と
さ
れ
、
し
か
も
劉
秀
（
光
武
帝
）
で
は
な
く
劉
季
（
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

祖
）
の
受
命
を
予
告
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
『
薄
書
』
符
瑞
志
の
文
と
比
較
す
れ
ば
、
秀
と
季
の
単
な
る
文
字
の
間
違
い
と

は
考
え
が
た
く
、
光
武
帝
の
受
命
を
予
言
し
た
鰯
皇
図
赤
伏
符
』
を
、
高
祖
の
受
命
を
予
言
す
る
も
の
に
す
り
替
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
慧
河
曲
衡
量
符
』
は
孔
子
を
通
し
て
天
か
ら
下
さ
れ
た
書
と
さ
れ
、
孔
子
は
漢
高
祖
の
受
命
を
仲
介
す
る
預
言
者
と
な
っ

た
。
漢
王
朝
の
受
命
は
、
天
か
ら
下
さ
れ
た
巌
窟
・
洛
書
と
孔
子
に
よ
っ
て
二
重
の
裏
付
け
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
獲
麟
伝
説
と
漢
高
祖
の
『
河
行
乞
伏
符
』
に
基
づ
く
受
命
、
及
び
孔
子
の
経
書
制
作
が
明
確
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
漢
受
命
伝
説
は
完
成
し

た
。　

孔
子
が
経
書
と
識
緯
を
制
作
し
た
と
の
主
張
こ
そ
、
漢
儒
、
と
く
に
今
文
学
派
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
、
孔
子
を
介
し
て
の
漢
王
朝
受
命
伝

説
の
根
幹
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
儒
教
は
よ
う
や
く
漢
皇
帝
の
受
命
を
経
学
的
に
正
統
化
し
え
た
の
で
あ
る
。
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（保科）の命受

①
魚
腹
中
か
ら
書
が
発
見
さ
れ
る
、
と
い
う
筋
は
、
『
説
苑
』
の
太
公
望
伝
説

　
（
現
本
で
は
逸
す
）
に
も
見
え
る
。
「
呂
望
年
七
十
釣
子
潤
渚
、
三
日
三
夜
魚
無

　
食
者
、
望
即
盆
、
睨
其
衣
冠
。
上
有
農
人
者
、
古
之
異
入
、
謂
二
日
、
『
子
姑
復

　
釣
、
必
細
説
論
、
轟
轟
餌
、
徐
徐
而
投
、
政
令
嘉
穂
。
』
望
如
泣
言
、
初
下
馴
鮒
、

　
次
夢
現
。
刺
魚
腹
得
書
、
書
二
日
『
呂
二
様
於
斉
幅
。
望
知
其
異
。
」
（
門
史
記
臨
斉

　
太
公
世
家
正
義
引
槻
説
苑
』
）

②
高
祖
劉
邦
に
関
わ
る
伝
説
と
し
て
は
、
「
断
熱
の
符
」
の
伝
説
や
、
五
星
集
聚

　
の
天
体
現
象
、
異
常
出
生
説
話
の
類
が
有
名
で
あ
る
。
高
祖
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、

　
森
三
樹
三
郎
『
支
那
古
代
神
話
隔
（
大
雅
堂
、
一
九
四
四
）
一
五
五
～
皿
五
九
頁
、

　
及
び
津
田
左
右
吉
「
語
漏
政
治
思
想
の
一
面
」
『
全
集
』
第
十
七
巻
（
岩
波
書
店
、

　
｝
九
⊥
ハ
五
）
参
昭
…
。

③
平
秀
道
「
王
葬
と
符
命
」
（
『
龍
谷
大
学
論
集
馳
第
三
五
三
号
、
一
九
五
六
）
、

　
安
居
香
山
「
王
葬
と
符
命
」
（
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
著
『
緯
書
の
基
礎
的
研

　
究
隔
国
書
刊
行
会
、
～
九
七
六
）
。

④
　
　
『
後
漢
書
睡
儒
林
伝
言
・
酵
漢
書
お
よ
び
サ
敏
伝
。

⑤
「
符
命
」
と
門
図
識
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
問
で
見
解
が
分
か
れ
る

　
て
い
る
。
安
居
氏
は
「
図
識
」
は
方
士
ら
が
占
術
に
基
づ
き
呪
術
的
な
権
威
を
背

　
景
に
作
成
し
、
声
な
き
民
意
を
反
映
し
た
予
言
書
で
あ
り
（
前
掲
噌
緯
書
の
基
礎

　
的
研
究
』
…
〇
五
二
）
、
「
幕
命
」
は
「
図
識
」
を
模
倣
し
、
王
葬
の
意
図
を
汲
ん

　
だ
者
た
ち
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ
た
、
世
論
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
同

　
轡
一
四
二
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
平
秀
道
氏
は
、
安
居
氏
は
王
葬
を
纂

　
奪
者
と
し
て
の
前
提
で
見
て
い
る
と
批
判
し
、
「
符
命
と
言
い
図
識
と
書
っ
て
も
、

　
と
も
に
識
緯
思
想
で
あ
り
、
本
質
的
相
違
は
な
く
、
た
だ
前
の
述
べ
た
如
く
、
時

　
代
的
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
、
包
括
の
範
囲
に
よ
る
も
の
」
（
前
掲
「
後
漢
光
武

　
帝
と
野
山
」
八
二
頁
）
と
す
る
。
ま
た
板
野
長
八
氏
は
、
識
は
河
図
・
洛
書
の
類

　
と
さ
れ
た
た
め
に
藤
下
と
称
さ
れ
、
王
葬
が
得
た
蒲
郡
と
実
質
的
に
同
じ
も
の
で

　
は
あ
る
が
、
「
彼
（
王
葬
）
は
識
や
符
を
盛
ん
に
利
用
し
た
が
、
経
と
し
て
の
、

　
経
な
る
も
の
と
し
て
の
、
孔
子
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
識
、
す
な
わ
ち
図
識
を
利

　
坐
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
」
（
板
野
前
掲
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
隔
三

　
八
四
頁
）
と
述
べ
る
。

⑥
　
　
欄
四
書
全
書
総
屋
提
要
』
巻
六
経
部
種
類
六
「
案
儒
者
多
称
識
緯
、
其
実
識
自

　
識
、
緯
自
緯
、
非
｝
類
也
。
」
清
・
蒋
清
里
鯛
緯
学
源
流
興
廃
考
』
や
安
居
香
山

　
前
掲
書
も
同
様
に
「
識
」
と
「
緯
」
を
区
別
す
る
。
王
藻
弦
氏
は
、
「
著
作
そ
れ

　
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、
識
書
は
門
経
」
の
形
式
を
用
い
て
お
り
、
緯
沓
は
経
書

　
の
補
助
的
な
文
献
で
あ
る
。
そ
の
出
ず
る
所
に
つ
い
て
書
え
ば
、
混
書
は
多
く
天

　
帝
の
詔
命
の
符
を
借
称
し
、
緯
書
は
古
代
の
論
人
の
作
品
に
偽
託
さ
れ
る
。
そ
の

　
思
想
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
識
書
は
多
く
王
朝
の
代
替
わ
り
に
関
わ
る
神
秘
的

　
色
彩
に
充
ち
満
ち
た
預
言
で
あ
り
、
緯
書
は
い
く
ら
か
自
然
科
学
と
哲
学
方
面
の

　
思
想
が
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
（
四
西
漢
経
学
源
流
隔
東
大
図
書
公
司
、
｝
九
九
四
。

　
三
八
四
頁
。
）

⑦
黄
復
山
『
東
漢
識
緯
学
新
探
㎞
（
学
生
書
局
、
二
〇
〇
〇
）
は
、
「
緯
書
」
と
い

　
う
用
語
の
使
用
は
鄭
玄
に
始
ま
る
と
す
る
（
五
頁
）
。

⑧
「
は
じ
め
に
」
の
注
6
で
引
い
た
陳
繋
「
識
緯
命
名
及
其
相
関
之
諸
問
題
」
及

　
び
狩
野
直
喜
『
両
漢
学
術
考
㎞
参
照
。

⑨
八
十
一
篇
説
に
つ
い
て
は
、
安
居
香
山
岬
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
隔
（
東
京
、

　
国
書
刊
行
会
、
｝
九
八
九
）
の
第
二
章
「
緯
書
八
十
一
篇
説
考
扁
一
三
～
三
七
頁
、

　
及
び
徐
興
無
月
識
緯
文
献
与
論
代
文
化
構
建
㎏
（
北
京
、
中
華
書
芸
、
二
〇
〇

　
三
）
の
「
第
一
章
　
宿
墨
文
献
的
価
値
」
（
一
↓
一
一
頁
）
に
害
名
と
編
目
の
詳

　
細
な
考
証
が
あ
る
。

⑩
王
藻
玖
前
掲
糊
西
漢
経
学
源
流
』
三
八
七
頁
。

⑪
板
野
前
掲
『
儒
教
成
立
史
の
碕
究
隔
三
二
九
頁
。

⑫
七
緯
と
は
、
『
後
漢
書
㎞
列
伝
七
二
上
方
術
・
奨
英
伝
導
に
「
七
賢
者
、
易
緯

　
唇
面
図
、
乾
盤
度
、
坤
霊
感
、
逓
卦
験
、
是
類
謀
、
辮
終
面
立
。
書
緯
旋
磯
鈴
、

　
考
量
耀
、
嘉
徳
放
、
帝
命
験
、
学
期
授
也
。
詩
緯
推
度
災
、
記
歴
枢
、
含
神
務
也
。
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巻
心
含
文
慕
、
稽
命
運
、
斗
威
儀
也
。
楽
扇
動
難
儀
、
稽
耀
慕
、
汁
嘉
事
也
。
孝

　
経
緯
援
潮
煙
、
鉤
台
下
也
。
春
秋
緯
演
孔
図
、
元
命
包
、
文
耀
鉤
、
運
斗
枢
、
感

　
海
亀
、
合
誠
図
、
考
異
郵
、
保
乾
瓢
、
輪
廻
華
、
佑
助
期
、
握
意
図
、
潜
潭
巴
、

　
説
題
辞
也
。
」
と
あ
る
。

⑬
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
上
の
「
泰
山
刻
石
文
」
引
く
と
こ
ろ
の
識
緯
は
以
下
の
と

　
お
り
で
あ
る
。

　
　
遡
河
図
赤
伏
符
㎞
日
、
「
劉
秀
発
兵
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
龍
闘
野
、
四
七
之
際

　
火
為
主
。
」

　
　
『
河
図
会
昌
符
』
日
、
「
赤
帝
九
世
、
巡
省
得
中
、
治
平
則
封
、
誠
合
覇
道
孔

　
矩
、
則
天
文
霊
出
、
地
祇
瑞
興
。
帝
劉
之
九
、
会
命
帰
寂
、
誠
善
用
之
、
姦
偽
不

　
萌
。
赤
漢
徳
興
、
九
世
装
具
、
巡
岱
皆
嵐
。
天
地
扶
九
、
崇
瓦
之
常
。
大
大
下
之
、

　
道
在
九
輪
買
主
。
封
予
泰
山
、
血
石
著
紀
、
縄
干
梁
父
、
退
省
考
課
。
」

　
　
『
画
図
合
古
篇
』
日
、
目
鼻
劉
之
秀
、
九
紫
之
世
、
帝
行
徳
、
封
刻
政
。
」

　
　
『
河
童
提
案
予
転
日
、
「
語
聾
之
帝
、
方
明
聖
、
持
衡
拒
、
九
州
平
、
天
下

　
予
。
」

　
　
『
雛
書
致
曜
度
輪
日
、
「
赤
三
徳
、
昌
九
盤
、
会
修
符
、
筆
墨
際
、
勉
刻
封
。
」

　
　
日
量
経
鉤
命
決
㎞
日
、
「
予
誰
行
、
赤
副
用
帝
、
三
建
孝
、
九
会
修
、
專
薙
蜴

　
行
封
岱
青
。
」

　
　
こ
こ
に
言
う
「
九
夏
」
は
光
武
帝
を
指
す
と
さ
れ
る
。
神
秘
的
な
予
言
書
と
し

　
て
の
性
格
上
、
文
意
が
取
り
が
た
い
が
、
光
武
帝
の
即
位
と
封
禅
を
述
べ
る
も
の

　
と
な
っ
て
い
る
。

⑭
陳
桑
氏
、
黄
復
山
氏
、
板
野
長
八
氏
と
も
門
経
識
」
（
経
に
関
わ
る
識
）
を
一

　
語
と
と
る
。
し
か
し
、
他
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
『
後
漢
書
輪
列
伝
一
九
郵

　
渾
伝
「
猶
以
揮
拠
経
識
、
難
即
害
之
」
、
同
列
伝
四
七
劉
鍮
伝
「
寺
上
特
詔
召
喩

　
問
直
答
治
癒
、
指
事
案
経
鐵
以
下
」
及
び
、
『
続
漢
書
㎞
律
暦
門
中
「
章
帝
復
発

　
聖
思
、
考
之
経
識
」
と
、
い
ず
れ
も
「
浅
識
」
を
識
緯
に
限
定
す
る
の
は
適
切
で

　
な
く
、
「
経
と
識
」
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑮
王
葬
も
「
河
図
」
や
「
紫
閣
図
」
と
い
う
名
称
の
書
物
を
利
用
し
て
い
る
が
、

　
こ
れ
ら
の
轡
に
儒
教
的
な
正
統
性
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
、
現
存
の
史
料

　
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、
現
存
の
緯
書
史
料
中
に
王
葬
に
関
わ
る
も
の
が

　
見
え
な
い
の
は
、
顧
頷
剛
は
後
漢
初
め
の
図
識
校
訂
の
折
り
に
削
除
さ
れ
た
た
め

　
と
考
え
る
（
『
秦
漢
的
方
士
与
儒
生
』
群
経
出
版
社
、
一
九
三
五
。
～
三
九
頁
）
。

　
後
漢
政
権
の
思
惑
に
よ
り
葬
り
去
ら
れ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
、
「
符

　
A
叩
」
の
正
統
性
を
儒
教
的
に
裏
付
け
る
作
業
は
、
王
葬
政
権
崩
壊
に
よ
り
未
完
成

　
に
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
葬
が
封
禅
と
洛
陽
遷
都
を
計
画
し
て
果
た
せ
な

　
か
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

⑯
板
野
前
掲
糊
儒
教
成
立
史
の
研
究
睡
は
、
図
識
宣
布
を
も
っ
て
「
国
教
化
」
の

　
成
立
と
み
な
す
（
三
二
九
頁
）
。
た
だ
、
後
漢
の
皇
帝
権
威
が
儒
教
の
裏
付
け
を

　
獲
得
し
た
時
点
を
も
っ
て
「
国
教
化
」
と
称
し
得
る
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ

　
り
、
筆
者
が
板
野
「
国
教
化
」
論
に
全
面
的
に
賛
同
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
を

　
も
っ
て
「
国
教
化
」
の
成
立
と
す
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
画
期
が
設

　
定
可
能
で
あ
り
（
福
井
重
雅
前
掲
欄
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
参
照
）
、
本
稿
で

　
は
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い
。

⑰
板
野
前
掲
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』
三
八
四
頁
、
お
よ
び
四
〇
一
頁
の
「
追

　
記
」
の
部
分
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑱
永
田
英
正
編
『
二
代
石
刻
集
成
』
（
京
都
、
同
朋
舎
、
一
九
九
四
）
本
文
篇
～

　
⊥
ハ
五
～
七
…
筈
貝
参
昭
…
。

⑲
「
孔
子
の
赤
制
」
に
つ
い
て
は
、
安
居
香
山
「
「
孔
丘
秘
経
」
考
」
（
『
緯
書
の

　
基
礎
的
研
究
㎞
所
収
）
、
板
野
前
掲
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
臨
三
三
三
～
三
三
九

　
頁
、
浅
野
裕
一
噌
孔
子
神
話
I
l
宗
教
と
し
て
の
儒
教
の
形
成
－
睡
（
岩
波
書

　
店
、
「
九
九
七
）
。

⑳
問
嶋
潤
一
「
羅
漢
に
於
け
る
「
図
書
」
と
『
図
害
諭
（
凹
北
海
道
教
育
大
学
紀

　
要
臨
第
一
部
A
　
人
文
科
学
編
　
第
三
四
巻
第
一
号
、
一
九
八
三
）
、
四
九
頁
の

　
注
（
6
）
。
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⑳
『
初
学
記
』
巻
二
九
麟
に
「
孝
経
古
墨
日
、
孔
子
夜
夢
…
…
麟
法
嗣
耳
、
吐
三

　
巻
書
、
孔
子
精
再
読
之
、
出
捜
神
記
一
と
あ
る
。
州
太
平
御
覧
鹸
巻
八
八
九
獣
部

　
で
は
金
面
を
『
孝
経
右
契
塩
に
作
る
。
『
宋
轡
』
符
瑞
志
も
緯
名
無
し
。
前
掲

　
「
史
官
碑
扁
に
引
く
欄
孝
経
援
神
里
』
と
共
通
す
る
文
が
見
え
る
。

⑳
）
　
門
中
候
輪
に
見
え
る
古
帝
王
へ
の
河
図
・
洛
書
の
出
現
は
、
徐
田
無
前
掲
『
識

　
緯
文
献
与
漢
代
文
化
構
建
㎞
「
第
六
章
　
識
芸
文
忌
中
的
“
河
洛
”
・
“
郊
祀
”
与

　
“
封
禅
”
」
二
六
六
～
七
三
頁
参
照
。

⑬
　
　
『
経
義
考
撫
巻
七
三
で
は
『
尚
書
旋
磯
鈴
馳
の
文
と
す
る
。

⑭
　
安
居
香
山
前
掲
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
㎞
第
四
章
「
図
識
の
特
性
に
つ
い

　
て
の
考
察
－
漢
高
祖
関
係
資
料
を
中
心
と
し
て
i
」
四
四
九
頁
。

　
　
班
固
「
西
都
賦
」
は
、
「
及
至
大
漢
受
命
而
都
之
也
、
仰
繕
東
井
之
精
、
僻
協

　
河
図
嚢
霊
」
と
高
祖
の
長
安
鍵
都
が
河
図
に
合
致
す
る
と
述
べ
、
李
旧
注
は
「
又

　
蝿
河
図
睡
日
、
帝
半
季
、
筆
答
戴
勝
、
斗
調
印
股
、
長
七
尺
八
寸
。
昌
光
出
鞍
、

　
五
星
聚
井
、
期
之
興
、
天
授
図
、
地
出
道
、
予
張
兵
鈴
、
劉
季
起
。
」
と
『
河

　
図
』
と
引
く
（
鼻
革
漢
轡
㎞
列
伝
三
〇
下
灘
固
伝
）
。
し
か
し
、
具
体
的
な
『
河

　
図
㎞
の
文
言
を
班
固
自
身
は
挙
げ
て
お
ら
ず
、
高
祖
に
関
係
す
る
識
緯
の
成
立
は

　
後
漢
申
期
以
降
に
下
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
　
　
『
捜
神
記
瞼
巻
八
に
も
引
く
が
緯
名
無
し
。
『
緯
書
集
成
』
は
『
孝
経
右
契
』

　
と
す
る
。

⑳
「
琴
操
」
の
作
者
を
晋
の
孔
術
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
孫
星
街
輯

　
『
琴
操
』
（
平
津
同
門
書
本
）
の
馬
出
辰
序
に
従
い
、
察
畠
作
と
し
て
お
く
。

む
す
び
に
か
え
て

受命の書（保科）

　
河
図
・
洛
書
を
通
し
た
帝
王
受
命
思
想
は
、
識
緯
思
想
の
媒
介
に
よ
っ
て
儒
教
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
古
聖
王
と
同
様
に
、
爆
管
・
洛
書
に

よ
る
光
武
帝
の
受
命
も
ま
た
、
経
書
と
識
緯
の
記
載
を
そ
の
根
拠
と
し
て
正
統
性
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
光
武
帝
が
図
鑑
を
尊
崇
し
、

「
識
」
を
否
定
す
る
桓
謬
、
鄭
興
、
サ
敏
ら
に
対
し
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
の
も
、
識
緯
否
定
が
後
漢
の
受
命
再
興
自
体
を
も
脅
か
し
、
ひ
い

て
は
漢
王
朝
の
正
統
性
す
ら
揺
る
が
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
図
識
」
は
常
に
後
漢
人
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
、
と
言
わ
れ
る
。
実
際
、
識
緯
が
孔
子
の
作
で
は
な
い
こ
と
は
よ
く
主
張
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
桓
潭
は
、

　
　
　
矯
り
て
孔
丘
を
称
し
、
識
記
を
為
り
て
以
て
人
主
を
誤
つ
。
（
隅
後
漢
書
撫
列
伝
一
八
上
桓
潭
伝
筋
引
呪
東
下
記
』
載
謹
書
）

と
言
い
、
葡
悦
の
叔
父
筍
爽
も
、

　
　
　
世
に
称
す
ら
く
、
緯
書
は
仲
尼
の
作
な
り
と
。
臣
下
が
叔
父
故
司
空
爽
　
之
を
辮
じ
、
蓋
し
其
の
偽
を
発
す
る
な
り
。
（
筍
悦
『
申
鑑
騙
巻
三
舟
嫌
篇
）
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と
言
う
。
し
か
し
、
厳
し
く
識
緯
の
虚
偽
を
指
弾
し
た
桓
課
も
、
根
回
・
洛
書
が
虚
偽
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
桓
課
は
、

　
　
今
ま
諸
ろ
の
蝶
理
小
才
伎
数
の
人
、
図
・
書
を
増
益
し
、
鐵
記
を
矯
称
し
、
欺
惑
論
罪
を
以
て
、
人
主
を
誌
誤
す
、
焉
ぞ
之
を
抑
遠
せ
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。

　
　
　
（
『
後
漢
書
』
列
伝
一
八
上
桓
諦
伝
）

と
奮
い
、
「
増
益
図
書
」
と
言
う
の
は
、
彼
と
て
老
君
・
洛
書
の
実
在
を
認
め
て
い
元
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
が
、
王
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
河
図
・
洛
書
が
天
の
造
化
に
か
か
る
と
考
え
て
い
た
。
張
衡
も
そ
の
「
禁
絶
図
識
疏
」
に
お
い
て
、

　
　
且
つ
河
洛
・
六
芸
は
、
篇
録
已
に
定
ま
り
、
後
人
皮
講
せ
ん
と
す
る
も
、
纂
を
測
る
る
所
無
し
。
（
咽
後
漢
書
騙
列
伝
四
九
張
衡
伝
）

と
白
図
・
洛
書
を
経
書
と
併
称
す
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
い
ず
れ
も
、
河
堀
・
洛
書
の
実
在
を
前
提
に
、
あ
く
ま
で
後
世
偽
造
の
「
五
識
」
に

対
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
桓
諜
、
粗
面
、
平
衡
ら
後
漢
を
代
表
す
る
合
理
主
義
者
た
ち
で
す
ら
、
天
が

作
っ
た
受
命
の
書
で
あ
る
河
図
・
洛
書
の
存
在
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
帝
王
受
命
に
際
し
、
天
命
が
画
図
・
洛
書
と
な
っ
て
、
人
が
読
み
得
る
も
の
と
し
て
下
さ
れ
る
、
と
い
う
思
想
は
、
周
受
命
の
符
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

白
い
魚
か
ら
、
白
魚
の
「
文
」
へ
の
発
展
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
「
王
　
維
に
退
き
て
写
成
す
る
に
世
字
を
以
て
せ
ば
、
魚
文
消
ゆ
。
」
（
『
中

里
』
合
符
后
）
と
は
、
魚
文
が
古
代
の
不
思
議
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
加
え
て
、
揚
雄
が
「
奇
字
」
（
古
文
の
異
な
る
も

の
）
の
曲
豆
富
な
知
識
を
持
つ
が
故
に
、
「
符
命
」
偽
造
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
た
事
実
は
（
『
漢
書
一
巻
八
七
揚
雄
伝
）
、
王
冬
期
の
偽
造
「
符
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
小
学
発
展
と
の
関
わ
り
を
暗
示
す
る
。
識
緯
思
想
に
批
判
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
古
文
学
だ
が
、
実
は
、
古
代
の
文
字
へ
の
神
聖
視
を
背
景

に
、
河
図
・
洛
書
や
全
量
と
い
っ
た
神
秘
的
な
「
受
命
の
書
」
と
結
び
つ
き
、
や
が
て
後
漢
の
は
じ
め
に
は
、
孔
壁
古
文
の
発
見
を
漢
太
平
の

予
兆
と
す
る
認
識
す
ら
生
じ
る
に
至
る
。

　
　
孝
武
皇
帝
　
弟
を
封
じ
て
魯
恭
王
と
為
す
。
恭
王
　
孔
子
の
宅
を
壊
ち
て
以
て
宮
を
為
ら
ん
と
し
、
秩
尚
書
百
篇
、
礼
三
百
、
春
秋
三
十
篇
、
論
語
二
十

　
　
　
一
篇
を
得
た
り
。
絃
歌
の
聲
を
聞
き
、
重
れ
て
復
た
封
塗
し
、
武
帝
に
上
質
す
。
武
帝
　
吏
を
遣
わ
し
て
発
取
せ
し
め
、
古
経
、
論
語
、
此
の
時
皆
な
出

　
　
づ
。
経
の
傳
わ
る
や
、
而
し
て
絃
歌
の
聲
を
聞
く
こ
と
有
り
。
文
の
当
に
漢
に
興
る
べ
く
、
關
か
る
る
を
得
た
る
を
喜
楽
せ
る
の
祥
な
り
。
当
に
漢
に
伝
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受命の書（保科）

　
　
う
べ
く
、
踏
壁
の
中
に
寝
蔵
せ
ら
れ
、
孫
王
　
之
を
閥
き
、
聖
王
　
感
じ
て
絃
歌
の
象
を
動
か
す
。
此
れ
則
ち
古
文
当
に
掩
う
べ
か
ら
ず
、
漢
倹
ち
て
以

　
　
て
符
と
為
る
な
り
。
（
『
論
衡
撫
侠
文
篇
）

　
重
傷
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
旧
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
古
文
経
は
孔
子
が
漢
に
遺
し
た
書
物
で
あ
り
、
「
文
の
当
に
漢
に
興
ら
ん
と
す
べ
き
」
時

に
出
現
し
た
の
だ
と
言
う
。
孔
壁
の
古
文
経
は
漢
の
た
め
に
伝
え
ら
れ
た
書
物
で
あ
り
、
そ
の
発
見
は
漢
の
太
平
の
瑞
祥
で
も
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
発
見
さ
れ
た
古
文
経
こ
そ
、
河
南
・
洛
書
に
も
類
す
る
「
受
命
の
書
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
王
充
の
認
識
の
背
後
に
は
、
三

図
・
洛
書
の
出
現
こ
そ
帝
王
受
命
の
確
た
る
証
と
す
る
当
時
の
人
々
の
心
性
が
あ
る
。
河
図
・
洛
書
は
、
今
文
学
に
よ
る
漢
王
朝
の
神
秘
的
権

威
の
正
統
化
に
利
用
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
古
文
経
を
権
威
化
す
る
歴
史
的
環
境
を
も
整
え
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
今
文
学
が
識
緯
思
想
を
取
り
入
れ
て
神
秘
主
義
へ
と
傾
斜
し
た
の
は
、
文
献
を
重
視
し
実
証
的
な
古
文
学
の
台
頭
に
対
抗
し
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
正
統
学
問
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
た
め
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
に
引
い
た
『
論
衡
』
の
記
述
は
、
彼
ら
古
文
学

者
の
古
文
経
に
対
す
る
重
視
が
、
真
に
そ
の
文
献
学
的
な
優
位
を
根
拠
と
し
た
の
で
な
く
、
孔
子
の
旧
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
来
源
の
神

秘
性
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
疑
わ
せ
る
。
な
ぜ
後
漢
古
文
学
が
生
ま
れ
、
今
文
学
を
凌
駕
し
て
い
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
後

漢
学
術
の
発
展
と
変
貌
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
爾
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
後
漢
時
代
の
識
緯
批
判
に
つ
い
て
は
、
安
居
香
山
「
図
識
批
判
を
通
し
て
み
た
　
　
②
両
漢
交
替
期
の
小
学
家
と
古
文
学
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
王
国
維
「
凶
漢
古

　
緯
書
成
立
の
考
察
」
（
噛
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
所
収
）
、
お
よ
び
前
掲
山
口
円
　
　
　
　
文
学
家
多
小
学
家
説
」
（
『
観
堂
集
林
』
巻
七
）
参
照
。

　
論
文
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
日
原
利
国
前
掲
書
二
六
三
頁
。
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The　Book　of　Heaven’s　Mandate　：　The　Formation　of　the　Legends

　　　　　　　of　the　Han　Reception　of　the　Mandate　of　Heaven

by

HosHINA　Sueko

　　The　purpose　of　this　article　is　to　analyze　the　theoretical　construction　that　legiti－

mated　the　au£hority　of　Han　dynasty　on　the　basis　of　the　theories　of　the　apocrypha

識緯説and　a　Co㎡ucianism　that　had　inc㎞ed　to　mysticism．

　　First，　l　examine　the　formation　of　the　legends　of　the　Zhou周reception　of　the

Mandate　as　a　model　of　the　thought　that　sage－kmgs　must　receive　the　Mandate　of

Heaven．　The　Modern　Script　Tai－shi（of　the　Classic（ゾ1）ocuments尚書今文太刀de－

sc曲es£hat　a　white飴h　jumped　into　King　Wu’s四王ship　during　the　punitive　ex－

pedition　against　King　Zkou紺王，　and　this　incident　was　regarded　as　an　auspicious

sign　that　Heaven　had　given　the　Mandate　to　the　Zhou周dynasty，　The　Shang・shu

xhong－hozt尚書中候，　an　apocryphal　tex£about　the　Classic　of　l）ocuments，　fUrther

deve｝ops　this　legend．　This　bool〈　recounts　that　there　were　some　characters　written

on　the　body　of　the　white　fish，　and　that　they　meant　that　Heaven　had　given　King

Wu　the　sanction　to　revolutionize　the　realm．　IR　other　words，　the　ckat’acters　on　the

white　wish　were　regarded　as　a　River　Chart河図．As　regards　the　case　of　King

Wen　of　Zhou周文王，　a　red　sparrow　is　said　to　have　brought　the　1～θ4肪∫’∫㎎3卜書

to　King　Wen，　and　this　auspicious　event　led　King　Wen　to　proclaim　himself　king．

King　Wen’s　Red　Writing　is　equa£ed　with　1～uo耳励∫㎎洛書in　traditional　thought．

The　Shang－shu　zhong－hou　stated　that　Heaven　regularly　bestowed　a　River　Chart

and　the　Ruo　PVriting　to　ancieRt　sage－kings．　The　idea　that　sage－kings　always　re－

ceived　Heaven’s　Mandate　in　such　book，　was　fonned　at　the　end　of　the　Former

Han、　As　Wang　Chong王充in短s　Lun－heng論衡from　the　early　period　of　the

Later　Han　also　betieved　a　River　Chart　and　Ruo　PVritings　to　have　been　produced　by

Heaven　and　to　be　read　by　men，　the　intellectuals　of　the　Later　Han　era　believed

that　t｝ie　appearance　of　a　River　Chart　and　Ruo　ewritings　were　evidence　of　the　re－

ceipt　of　the　Mandate　of　Heaven．

　　Based　on　this　thought，　the　orders　of　Heaven，　called　fu－ming寒紅，　were　forged

upon　the　usurpation　of　Wang　Mang磯船，　and　many　mystic　prophetic　writir｝gs　cal－

led　Tu－chen図識were　prevalent　when　Emperor　Guangwu光武帝reestablished

the　Han．　The　Tu－chen　can　be　ciass極ed　into　the　tu図，which　were　produced　by
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Heaven　（e．g．，　a　River　Chart　and　Rblo　Writings），　and　the　clzen　E’X，　which　were　pro－

duced　by　Confucius　as　commentairies　on　the　tu　and　the　c｝assical　canon．　Emperor

Guangwu　insisted　that　his　yeceipt　of　Heaven’s　Mandate　through　the　tu　had　a　Con－

fucian　legitmacy　because　the　canon　and　the　apocrypha　stated　that　Heaven　gave

kings　and　emperors　the　Mandate　through　the　tu．

　　As　the　legend　that　Heaven　had　bestowed　on　Cor｝fucius　the　Writing　of　the　MaR－

date　for　Emperor　Gaozu（高祖）of　Han　werdb㎜ed　du血1g　the　Han，　Con血cius

was　yegarded　not　only　as　the　creator　of　the　canon　and　apocrypha　but　also　as　the

agent　ef　Emperor　Gaozu’s　receipt　of　Mandate　of　Heaven．　The　Receipt　of　the

Mandate　of　Heaven　by　Han　emperors　was　legitmated　through　the　apocrypha　pro－

duced　by　Cor血。圭us．

Requests　for　the　Perrnission　of　the　Emperor　to　Carry　Out　the

　　　　　　　　　　　Ultimate　Penalty　in　the　Han　Dynasty

bア

TAKATORI　Yuji

　　Prefects（県），　the　lowest　order　of　local　adiministrative　othcials　in　imperial　China，

judged　criminai　offenders　but　did　not　possess　fEll　power　to　try　all　cases　and　pass

judgment。　Pre艶cts　were　requked　to澁。㎜the軸er　authoritiesねthose価als

that　the　prefects　were　not　entitled　to　judge．　This　was　especially　tme　in　instances

involving　the　death　penalty，　when　local　admnistrative　ocacials　had　to　obtain　the

permission　of　the　emperor　to　carry　out　the　ultimate　penalty．　ln　contrast，　it　has

been　thought　that　dtmg　the　Han　dynasty　prefects　and　governors　of　commande－

ries郡太守themselves　held　fuB　power　to　try　cases　involving　the　death　pena重ty，

pass　sentence，　and　carry　out　the　ul£imate　penalty．

　　The　ba皿boo－strip　document　caled　Ernian　l擁㎎二年律令，　which　was　exca－

vated　at　Zhanjiashan張家山，includes　a　passage　that　reads，“Prefects　must　not

judge　cases　involving　the　death　penalty　and　should　inform　the　governor　of　the

commandery．”　According　to　Shjs　passage　lri　the　Ernian　ldiling，　in　the　Han　dynasty，

as　in　other　periods，　the　prefects　were　not　entitled　to　try　cases　and　pass　sentences

involving　the　death　penalty．

　　In　this　study　I　have　attempted　to　reexam血e　the　v呈ew　that　on圭y　d血g出e　Han

dynasty　prefects　and　governoys　of　comrnanderies　possessed　fuli　power　to　try　a
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